
五
 
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

施
設
基
準
 
 

イ
 
通
常
規
模
型
適
所
リ
 
 

必
 
イ
切
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

村
 
療
養
適
所
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
療
養
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

1
・
2
 
 
 （
略
）
 
 
 

ニ
 
大
規
模
型
適
所
介
護
費
㈱
を
算
定
す
べ
き
指
定
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

ヨ
創
刊
剋
粛
司
封
引
」
」
J
q
l
 
 

ハ
 
大
規
模
型
適
所
介
護
費
〓
を
算
定
す
べ
き
指
定
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

馴
 

三
百
人
以
内
の
指
定
適
所
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
通
常
規
模
型
適
所
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

闇
 
イ
②
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

Ⅲ
 
イ
川
に
該
当
し
な
い
事
業
所
で
あ
っ
て
、
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
 
 
 

平
均
利
用
延
人
員
数
が
七
百
五
十
人
以
内
の
指
定
適
所
介
護
事
業
所
で
 
 
 

あ
る
こ
と
。
 
 

闇
 
 
（
略
）
 
 

当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
が
九
百
人
以
内
の
指
定
通
所
介
護
事
業
 
 

所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
 
 

ヨ
ン
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
 
 

ン
費
を
算
定
す
べ
 
 き
指
定
適
所
 
 

三
 
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
 
 
 

喝
司
萄
判
 
 

二
 
指
定
適
所
介
護
に
係
る
別
 
 

該
指
定
介
護
予
防
通
 
 

あ
る
こ
と
。
 
 

均
利
用
延
人
員
数
を
含
む
。
 
 

定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
一
 
 

所
に
係
る
指
定
通
 
 

ニ
 
認
知
症
専
用
併
設
型
通
 
 

観
萄
判
 
 

ハ
 
療
養
適
所
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
療
養
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

1
・
2
 
 
（
略
）
 
 

事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
通
常
規
模
型
通
所
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

川
 
イ
Ⅲ
に
該
当
し
な
い
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

前
号
 
 

闇
 
ハ
闇
か
ら
㈲
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
ユ
計
d
 
 

l
 
 脚

 
 
（
略
）
 
 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
に
併
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 
 

一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
 
 

所
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
 
 

リ
テ
ー
シ
ョ
 
 

所
介
護
事
業
所
に
 
 

）
が
九
百
人
を
超
え
る
指
定
適
所
介
 
 

所
介
護
費
を
算
定
 
 

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
 
 
 

体
的
に
事
業
を
実
施
し
て
 
 

ン
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 

お
け
る
前
年
度
の
 
 

す
べ
き
指
定
適
所
介
護
の
施
 
 

防
適
所
介
護
事
業
者
の
指
 
 

（
当
該
指
定
適
所
介
護
事
業
 
 

い
る
場
合
は
、
当
 
 

月
当
た
り
の
平
 
 

護
事
業
所
で
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七
 
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
単
独
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
 
 

六
 
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

イ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

ロ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
に
当
た
り
、
 
 

ハ
 
大
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

ロ
 
大
規
模
型
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
目
を
算
定
す
べ
き
指
定
通
所
 
 

、
作
業
療
法
士
 
 

と
。
 
 

闇
 
イ
闇
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

リ 
ハ 

ビ 

リ 

テ 
ー 

シ 

ョ 

ン 

の 

施 
設 
基 
準  

小 
葉 
両 
で 
ふ 

′り 

ト  

惚
 
イ
切
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

Ⅲ
 
イ
用
に
該
当
し
な
い
事
業
所
で
あ
っ
て
、
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
 
 

言
語
聴
覚
士
 
 

惚
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
十
二
条
に
定
め
る
設
備
に
関
す
る
基
 
 

山
 
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
 
（
当
該
指
定
適
所
リ
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
基
準
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
基
準
 
 

平
均
利
用
延
人
員
数
が
九
百
人
以
内
の
指
定
適
所
リ
 
 

準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
 
 

当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
け
る
前
 
 
 

事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
指
定
 
 

を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
一
体
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
、
 
 

お
い
て
同
じ
。
）
 
が
七
百
五
十
人
以
内
の
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

ン
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ヨ
ン
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
係
る
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

又
は
言
語
聴
覚
士
 
 

ヨ
ン
を
担
当
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
 
 

ヨ
ン
に
お
け
る
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
 
 

の
数
に
対
し
 
 

ヨ
ン
費
㈱
を
算
定
す
べ
き
指
定
適
所
 
 
 

利
用
者
数
が
理
学
療
法
士
 
 

て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
 
 

四
 
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
単
独
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
 
 

ー
■
 
」
 
 
 



十
 
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
看
護
体
制
加
算
の
施
設
基
準
 
 

九  八   

イ
 
看
護
体
制
加
算
川
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
基
 
 
 

判
 
 

る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
に
お
 
 
 

い
て
同
じ
。
）
で
、
利
用
者
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
 
 
 

上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ロ
～
ニ
 
（
略
）
 
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
 
 

る
施
設
基
準
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

惚
 
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
 
 

仙
 
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
 
（
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
 
 

護
の
施
設
基
準
 
 
 

当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
介
護
職
員
又
は
看
護
 
 

職
員
の
数
（
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
 
 

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

基
準
第
百
四
十
条
の
十
五
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
下
ハ
 
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
）
 
 

が
、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
 
 

生
省
告
示
第
二
十
七
号
。
以
下
 
「
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
」
 
と
い
 
 

介
護
事
業
所
が
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
適
 
 

う
。
）
 
第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 
 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
 
に
お
い
て
、
常
勤
の
看
護
師
を
一
名
以
上
配
 
 

置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

用
を
受
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
 
 

の
員
数
の
基
準
並
び
に
適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
 
（
平
成
十
二
年
厚
 
 

る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 

で
、
利
用
者
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
広
一
以
上
で
あ
る
こ
 
 

と
。
 
 
 

ロ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

司
 
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

司
 
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
 
 
 

る
施
設
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

護
の
施
設
基
準
 
 
 

当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
介
護
職
員
又
は
看
護
 
 

職
員
の
数
（
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
 
 

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

基
準
第
百
四
十
条
の
十
五
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
下
ハ
 
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
）
 
 

が
、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
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十
一
 
平
成
十
八
牛
四
月
一
目
以
後
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
 
 
 

定
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
居
室
に
お
け
る
利
用
者
一
人
当
た
り
 
 
 

の
面
積
が
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

十
l
コ
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ト
 
 

（
略
）
 
 

チ
 
診
療
所
短
期
入
所
療
 
 
 

護
の
施
設
基
準
 
 

ロ
 
看
護
体
制
加
算
㈲
を
算
定
す
べ
 
 
 

判
 
 

連
携
に
よ
り
、
二
十
四
時
間
の
連
絡
体
制
を
確
保
し
て
い
 
 

㈲
 
イ
切
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

倒 Ⅲ  

口  げ 
当 

該 
指 

定 
短 
期 
入 

所 
生 
活 
介 
護 
事 
業 
所 
の 

（ 看 
護 
職 
員 
の 

数 
ー が 

次 

に 
掲   

病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
 
 

養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
 
 

き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
基
 
 

ヨ
ン
の
看
護
職
員
と
の
 
 

る
こ
と
。
 
 

七
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
 
 
 

短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
居
室
に
お
け
る
利
用
者
一
人
当
た
り
 
 
 

の
面
積
が
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

州
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ト
 
 
 

（
略
）
 
 

チ
 
診
療
所
療
養
病
床
短
 
 

所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

叫
 
 

匡
踵
い
山
■
■
川
－
 
1
－
 
 

ト
 
ト
 
 

期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
 
 
 

r
：
 
」
選
‖
u
門
町
軒
囁
l
用
い
け
ド
一
l
－
「
 

I 

L
愕
臆
椚
欄
 
 

∵
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㈲
 
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
診
療
所
に
お
け
る
療
養
病
 
 

養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

日
 
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

0  

l
 

0
 
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
病
室
（
以
下
「
何
重
」
と
 
 
 

い
う
。
）
 
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
 
（
当
該
病
室
を
有
す
る
診
療
所
 
 
 

で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
〟
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
 
 
 

定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
 
 
 

室
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
病
室
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
 
 
 

に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
珂
笥
に
お
 
 
 

け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
 
 
 

の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
山
以
上
で
あ
る
こ
と
 
 
 

日
 
当
該
剰
割
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
樹
封
を
有
す
る
診
療
 
 
 

所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
 
 
 

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
 
 
 

樹
封
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
樹
劃
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
 
 
 

l
 

分
に
係
る
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
病
封
に
 
 
 

お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
 
 
 

数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
 
 
 

と
。
 
 

個
 
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
療
養
病
床
に
係
る
病
室
が
 
 
 

医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
二
、
第
三
号
イ
及
び
 
 
 

第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

凶
 
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
に
お
い
て
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
．
 
 
 

二
十
一
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
一
条
第
二
 
 
 

項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
す
る
食
堂
及
び
浴
 
 

床
以
外
の
病
床
の
床
面
積
は
利
用
者
一
人
に
つ
き
、
六
・
四
平
方
メ
 
 

診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

川
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
 
 

法
で
、
当
該
療
養
病
室
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
 
 

者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
 
 

ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

H
 
療
養
病
床
を
有
す
る
 
 
 

業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

日
 
当
該
療
養
病
室
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
 
（
当
該
療
養
病
室
を
有
 
 
 

す
る
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
 
 
 

ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
 
 

口
 
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
療
養
病
床
に
係
る
病
室
 
（
 
 

期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

㈲
 
医
療
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
 
 
 

同
令
第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
に
 
 
 

該
当
す
る
食
堂
及
び
浴
室
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

囲
 
当
該
療
養
病
室
が
医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
 
 
 

二
、
第
三
号
イ
及
び
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
す
る
も
 
 
 

の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

療
養
病
室
 
 

診
療
所
療
養
病
床
短
 
 

、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
療
養
病
室
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
 
 

養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
 
 

の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
療
養
病
室
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
 
 

萄
珂
劃
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
 
が
 
 

所
が
、
「
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
 
 

以
下
 
「
療
養
病
室
」
 
 

は
、
当
該
療
養
病
室
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
室
の
ユ
ニ
 
 

ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
の
数
）
 
が
、
常
勤
換
算
方
 
 

を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
 
 

期
入
所
療
養
介
護
費
〓
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
 
 

と
い
う
。
）
 
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
 
（
当
該
 
 

診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
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仙
 
チ
川
H
及
び
固
か
ら
㈲
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

闇
 
当
該
嘲
割
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
樹
封
を
有
す
る
診
療
所
 
 
 

で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
 
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
l
封
の
 
 
 

看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
嘲
室
－
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
 
 
 

数
）
 
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
樹
封
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
 
 
 

端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

櫛
 
当
該
嘲
割
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
病
－
封
を
有
す
る
診
療
所
 
 
 

で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
 
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
樹
封
の
 
 
 

介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
痛
感
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
係
る
介
護
職
員
の
 
 
 

数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
樹
封
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

闇
 
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

H
 
Ⅲ
H
及
び
幽
か
ら
㈹
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

日
 
当
該
樹
封
に
お
け
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
 
（
当
該
療
養
 
 
 

病
室
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
 
 
 

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
 
 
 

に
あ
っ
て
は
、
当
該
嘲
劃
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当
 
 
 

該
珂
室
－
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護
職
員
又
は
介
護
 
 
 

職
員
の
数
）
 
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
嘲
劃
に
お
け
る
指
定
短
 
 
 

期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
 
 
 

三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

㈲
 
診
療
所
 
（
凶
の
診
療
所
を
除
く
。
）
 
に
お
い
て
は
、
食
堂
及
び
浴
 
 

室
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

室
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

臣
・
藍
1
一
輝
．
一
－
 
－
 
 
 

リ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
 
 
 

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

闇
 
当
該
療
養
病
室
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
 
 

侶
 
チ
出
目
、
囲
及
び
㈲
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

恩
 
当
該
療
養
病
室
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
 
 

闇
 
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
 
 
 

期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

日
 
旧
H
l
例
刻
明
捌
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

該
療
養
病
室
の
介
護
職
員
の
数
及
び
 
 

該
療
養
病
室
の
看
護
職
負
の
数
及
び
当
該
療
養
病
室
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
 
 

る
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
 
 

ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
 
 
 

に
係
る
介
護
職
員
の
数
）
 
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
 
 

お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
 
 

の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
｝
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
 
 

る
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
 
 

ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
 
 

口
 
当
該
療
養
病
室
に
お
け
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
 
（
当
該
 
 
 

療
養
病
室
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
 
 
 

所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
 
 

数
及
び
当
該
療
養
病
室
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護
 
 

職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
）
 
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
療
－
惑
病
l
 
 

割
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
 
 

者
の
数
の
合
計
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
 
 

る
こ
と
。
 
 

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
療
養
病
室
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
 
 

良
‥
賢
】
鴨
川
が
r
九
▲
T
 
 

L
、
L
違
法
M
q
l
叩
川
町
1
一
R
－
 
 

が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
療
養
病
室
に
 
 

当
該
療
養
病
室
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
 
 

（
当
該
療
養
病
室
を
有
す
 
 

（
当
該
療
養
病
室
を
有
す
 
 

当
該
療
養
病
室
に
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下
同
じ
。
）
 
の
利
用
者
に
対
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
加
算
の
 
 
 

施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ホ
 
 
（
略
）
 
 

¶
刊
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
算
の
施
設
基
 
 
 

準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

刀
刃
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
減
算
の
施
 
 
 

設
基
準
 
 

療
養
病
棟
の
病
室
が
医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
 
 
 

規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

十
七
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
診
療
所
設
備
基
準
減
算
の
施
設
基
準
 
 

病
室
が
医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
基
 
 
 

準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 
 

¶
州
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
介
護
老
人
保
健
施
設
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

仰
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
、
介
護
老
人
保
健
施
 
 

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

費
〓
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
病
院
療
養
病
床
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
〓
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
病
院
 
 

養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
 
 

端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ヌ
～
カ
 
 
（
略
）
 
 

十
三
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
 
 
 

係
る
施
設
基
準
 
 

第
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

¶
画
 
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
 
 

律
第
百
一
 
 

れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
．
る
認
知
症
 
（
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
 
 
 

一
十
三
号
）
、
第
八
条
第
十
六
項
項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
 
 

お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
 
 

の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ヌ
～
カ
 
 
（
略
）
 
 

項
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
 
 
 

る
施
設
基
準
 
 

l
 剰

六
嘲
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

l
 
 

十
 
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
 
 
 

る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
利
用
者
に
対
す
る
指
定
短
期
入
 
 
 

所
療
養
介
護
に
係
る
加
算
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ホ
 
 
（
略
）
 
 

十
一
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
算
の
施
設
基
 
 
 

準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

¶
コ
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
減
算
の
施
 
 
 

設
基
準
 
 

療
養
病
棟
の
病
室
が
医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
 
 
 

規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

療
養
病
室
が
医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
 
 
 

る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

¶
吋
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
介
護
老
人
保
健
施
設
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

㈲
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
吊
、
介
護
老
人
保
健
施
 
 

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

費
〓
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
病
院
療
養
病
床
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
〓
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
の
病
院
 
 

十
三
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
設
備
基
準
減
算
の
 
 
 

施
設
基
準
 
 

275   



ロ  

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
 
 

係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
五
条
の
二
、
介
護
老
 
 

人
保
健
施
設
基
準
第
三
十
九
条
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
 
 

、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
 
 

。
以
下
 
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
第
三
十
七
条
 
 

に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
に
属
 
 

さ
な
い
療
養
室
又
は
病
室
 
（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
三
条
第
二
項
第
 
 

一
号
に
規
定
す
る
療
養
室
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
条
 
 

第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
室
を
い
う
 
 

。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
（
定
員
が
一
人
の
も
の
に
限
る
。
）
 
の
利
 
 

用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
の
介
護
老
人
保
健
施
設
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

仰
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
、
介
護
老
人
保
健
施
 
 

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

費
㈹
の
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
 
 

養
介
護
費
川
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
‖
、
認
知
症
疾
患
 
 

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仰
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
 
 

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
 
 

療
養
介
護
費
〓
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
の
認
知
症
疾
 
 

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

費
川
の
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
 
 

護
費
㈲
の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
病
院
療
養
病
床
経
 
 

過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
 
 

介
護
費
〓
、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
の
病
院
療
 
 

仰
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
‖
又
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
 
 

養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

基
準
適
合
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
 
 
 

所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
五
条
の
二
、
介
護
老
 
 
 

人
保
健
施
設
基
準
第
三
十
九
条
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
 
 

、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
 
 

。
以
下
 
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
第
三
十
七
条
 
 
 

に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
に
属
 
 
 

さ
な
い
療
養
室
又
は
病
室
 
（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
三
条
第
二
項
第
 
 
 

二
号
に
規
定
す
る
療
養
室
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
条
 
 
 

第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
室
を
い
う
 
 

。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
（
定
員
が
一
人
の
も
の
に
限
る
。
）
 
の
利
 
 
 

用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
の
介
護
老
人
保
健
施
設
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 
 

仰
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
届
、
介
護
老
人
保
健
施
 
 
 

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

療
養
介
護
費
‖
、
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
又
は
 
 

介
護
費
〓
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
の
認
知
症
疾
患
型
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
の
 
 

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
 
 

養
介
護
費
㈲
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
認
知
症
疾
患
 
 

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
 
 

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
刑
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
 
 

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仰
の
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
 
 

療
養
介
護
費
〓
の
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
診
療
所
 
 

養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
、
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
 
 

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
 
 

護
費
㈲
の
柄
院
療
養
痛
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
病
院
療
養
病
床
経
 
 

過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
 
 

介
護
費
〓
、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仰
の
病
院
療
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／ヽ  

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
州
の
ユ
ニ
ッ
 
 

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
 
 

老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
 
 

施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
 
 

ユ
 
 

介
護
費
川
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
、
 
 

型
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
州
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
川
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
又
は
認
 
 

知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
 
 

養
介
護
費
川
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
届
、
認
知
症
疾
患
 
 

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
価
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
届
 
 

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
 
 

療
養
介
護
費
仙
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
認
知
症
疾
 
 

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

養 
病 
床 
経 
過 
型 
短 
期 
入 
所 
療 
養 
介 
護 
費 
刷 
、 

療 
所 
短 
期 
入 
所 
療 
養 
介 
護  

費
届
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
病
院
療
養
病
床
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
㈲
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仰
の
病
院
 
 

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
届
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
 
 

護
費
㈲
の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
甘
、
病
院
療
養
病
床
経
 
 

過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
 
 

介
護
費
届
、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
病
院
療
 
 

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仰
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
 
 

係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
療
養
室
又
は
一
病
室
 
（
定
員
が
二
人
以
上
の
も
の
 
 

に
限
る
。
）
 
の
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

費
㈲
の
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
、
 
 

佃
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
又
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
 
 

ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
ユ
ニ
ッ
ト
 
 

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
 
 

基
準
適
合
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
 
 

所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
療
養
室
又
は
病
室
 
（
定
員
が
二
人
以
上
の
も
の
 
 

に
限
る
。
）
 
の
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
ユ
ニ
ッ
 
 

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
 
 

老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仰
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
 
 

施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
 
 

介
護
費
川
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
、
ユ
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
届
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
の
 
 

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
 
 

養
介
護
費
㈲
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
佃
、
認
知
症
疾
患
 
 

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
 
 

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仰
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
 
 

介
護
費
㈲
、
 
 

療
養
介
護
費
川
 
 

費
届
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
病
院
療
養
病
床
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
仙
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
肺
の
病
院
 
 

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
届
、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
 
 

護
費
㈲
の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
吊
、
病
院
療
養
病
床
経
 
 

過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
 
 

介
護
費
佃
、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
の
病
院
療
 
 

型
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
、
ユ
：
ツ
ト
型
認
知
症
疾
 
 

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

〓
又
は
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
認
知
症
疾
患
型
短
期
 
 

療
養
介
護
費
仙
、
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
価
又
は
 
 

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
 
 

養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
、
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
 
 
 

ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
、
ユ
ニ
ッ
ト
 
 

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
認
知
症
疾
患
型
 
 

の
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
刷
、
診
療
所
 
 
 

の
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
 
 

一
〇
頁
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介
護
費
〓
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
 
 
 

働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
療
養
室
等
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
 
 
 

五
条
の
二
に
規
定
す
る
療
養
室
等
を
い
う
。
以
下
こ
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 
 

（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
㈲
川
又
は
指
 
 
 

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
十
九
条
第
二
項
第
t
号
イ
制
〓
、
第
 
 
 

四
十
条
第
二
項
第
二
号
イ
㈲
〓
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
 
 
 

㈲
〓
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
 
 
 

る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
 
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
 
 
 

三
十
九
号
。
以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
改
正
省
令
」
 
と
い
う
。
）
 
 
 

附
則
第
五
条
第
一
項
又
は
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
 
 
 

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
 
の
利
用
者
に
 
 
 

対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ニ
 
ュ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
〓
の
ユ
ニ
ッ
 
 
 

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
 
 
 

老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
榔
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
 
 
 

施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
 
 
 

入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
 
 
 

介
護
費
㈲
、
ユ
ニ
γ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
岬
、
ユ
 
 

型
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
川
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

費
川
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
価
の
ユ
ニ
 
 

ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
 
 

期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
療
養
室
等
 
（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
四
十
一
 
 

条
第
二
項
第
二
号
イ
㈲
川
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
十
 
 

九
条
第
二
項
第
一
号
イ
畑
仙
、
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
イ
畑
仙
若
し
く
 
 

は
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
例
日
を
満
た
す
も
の
に
限
る
も
の
と
し
 
 

、
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
㈲
〓
又
は
指
 
 
 

ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈱
、
ユ
ニ
ッ
ト
 
 

入
所
療
養
介
護
費
川
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
 
 
 

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
療
養
室
等
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
 
 
 

五
条
の
二
に
規
定
す
る
療
養
室
等
を
い
う
。
以
下
こ
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 
 

（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
㈲
‖
又
は
指
 
 
 

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
イ
畑
〓
、
第
 
 
 

四
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
畑
〓
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
 
 
 

㈲
〓
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
 
 
 

る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
．
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
 
 
 

三
十
九
号
。
以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
改
正
省
令
」
 
と
い
う
。
）
 
 
 

附
則
第
五
条
第
一
項
又
は
附
則
第
七
粂
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
 
 
 

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
 
の
利
用
者
に
 
 
 

対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ニ
 
ュ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
ユ
ニ
ッ
 
 
 

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
届
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
 
 
 

老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
 
 
 

施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
仙
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
 
 
 

入
所
療
養
介
護
費
㈲
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
 
 
 

介
護
費
㈲
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
佃
、
ユ
 
 

型
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
㈲
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
 
 

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
川
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
 
 

療
養
介
護
費
仙
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

㈱
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
嗣
を
算
定
す
べ
 
 

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
療
養
室
等
 
（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
四
十
一
 
 

条
第
二
項
第
一
号
イ
畑
川
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
十
 
 

九
条
第
二
項
第
二
号
イ
㈲
仙
、
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
畑
仙
若
し
く
 
 

は
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
制
仙
を
満
た
す
も
の
に
限
る
も
の
と
し
 
 

、
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
畑
〓
又
は
指
 
 

ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
榔
、
ユ
ニ
ッ
ト
 
 

一
一
頁
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定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
イ
畑
〓
、
第
 
 

四
十
条
第
二
項
第
二
号
イ
闇
〓
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
 
 
 

㈲
〓
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
改
正
省
令
附
則
第
五
条
第
一
項
又
は
附
 
 

則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
 
 

）
 
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）
 
の
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
 
 

る
こ
と
。
 
 

¶
瑚
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
 
 
 

る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

二
十
四
 
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
お
け
る
看
護
職
員
配
置
加
算
に
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

二
十
二
 
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

二
十
三
 
指
定
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

護
事
業
所
の
病
室
 
（
医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
二
号
の
二
又
は
第
三
 
 

号
に
規
定
す
る
病
室
を
い
う
。
）
 
に
お
け
る
利
用
者
一
人
当
た
り
の
面
積
 
 

が
、
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

二
 
 
（
略
）
 
 

コ
刃
 
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
お
け
る
夜
間
看
護
体
制
加
算
に
係
 
 
 

る
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

二
十
一
 
指
定
福
祉
用
具
貸
与
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
 
 

係
る
施
設
基
準
 
 

イ
 
看
護
職
員
配
置
加
算
川
を
算
定
す
べ
き
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
 
 

位
数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
2
に
係
る
施
設
基
準
 
 

ハ
 
診
療
所
又
は
療
養
病
床
を
 
 

仙
 
専
ら
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
 
 

護
の
施
設
基
準
 
 

月
当
た
 
 り
実
利
用
者
数
が
十
五
人
以
下
の
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
 
 

有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
 
 

護
事
業
所
の
病
室
 
（
医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
二
号
の
二
又
は
第
三
 
 

号
に
規
定
す
る
病
室
を
い
う
。
）
 
に
お
け
る
利
用
者
一
人
当
た
り
の
面
積
 
 

が
、
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ニ
 
（
略
）
 
 

¶
司
 
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
お
け
る
夜
間
看
護
体
制
加
算
に
係
 
 
 

る
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
イ
畑
〓
、
第
 
 

四
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
㈲
〓
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
 
 

畑
〓
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
改
正
省
令
附
則
第
五
条
第
一
項
又
は
附
 
 

則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
 
 

）
 
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）
 
の
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
 
 

る
こ
と
。
 
 

¶
司
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
 
 
 

る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

十
七
 
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

l
 
 

十
州
 
指
定
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

ハ
 
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
 
 る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
 
 

一
二
頁
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「
」
．
十
l
剥
 
 
 

イ
・
 
 

い
こ
と
。
 
 

ヨ
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
お
け
る
医
療
連
携
体
制
加
算
 
 
 

に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

ヨ
」
州
 
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
お
け
る
夜
間
看
護
 
 
 

体
制
加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

第
二
十
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

］
刀
刈
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
 
 

型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
 
 

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

山
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
 
 

密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

a
 
 
（
略
）
 
 

b
 
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
（
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
 
 

福
祉
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
 
 

施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
 
 

一
十
六
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
お
け
る
夜
間
ケ
ア
加
算
に
係
 
 

る
施
設
基
準
 
 

す
る
常
勤
の
看
護
師
を
一
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

叫
■
油
川
行
逓
加
吏
．
い
‥
付
甘
り
正
昭
L
＝
ゾ
「
規
正
」
・
へ
・
伏
甘
い
ト
謹
「
－
∵
 
 

旧
 
専
ら
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
 
 

護
の
施
設
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
八
号
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
 
 

看
護
職
員
配
置
加
算
㈱
を
算
定
す
べ
き
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
 
 

す
る
常
勤
の
准
看
護
師
を
一
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

刀
捌
q
謝
判
¶
列
も
 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 

ロ
 
 
（
略
）
 
 

い
な
い
こ
と
。
 
 

十
九
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

二
十
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
お
け
る
医
療
連
携
体
制
加
算
に
 
 
 

係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

二
十
一
 
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
お
け
る
夜
間
看
護
 
 
 

体
制
加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

可
コ
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

イ
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
 
 
 

型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
 
 
 

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

山
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
 
 

密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

a
 
 
（
略
）
 
 

b
 
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
（
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
 
 

福
祉
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
 
 

施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
 
 

l
 
三
頁
 
 
 

280  



号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
入
所
者
 
 

の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

C
 
 
（
略
）
 
 

闇
 
 
（
略
）
 
 
 

ロ
・
ハ
 
 
（
略
）
 
 

ヨ
刃
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
 
 
 

臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

三
十
一
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
 
 
 

関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

剰
叫
朝
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

福
祉
施
設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
指
定
地
域
密
 
 

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

ビ
ス
基
準
第
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
 
 

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
 
 

護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
 
 

準
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
 
 

二
十
五
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
重
度
化
対
応
加
算
 
 

準
第
一
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
 
 

割
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
入
所
者
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
 
 

ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

C
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 
 

ロ
・
ハ
 
 
（
略
）
 
 

二
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
 
 
 

大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

司
町
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
 
 
 

関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

剰
司
剖
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

イ
 
常
勤
の
看
護
師
を
 
 

に
係
る
施
設
基
準
 
 

ハ
 
看
取
り
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
入
所
の
際
に
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
 
 

ロ
 
看
護
職
員
に
よ
り
、
 
 

族
等
に
対
し
て
、
 
 

絡
体
制
を
確
保
し
、
 
 

制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

と
と
す
る
こ
と
。
 
 

三
十
日
ま
で
の
間
は
、
 
 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
、
入
所
者
に
対
し
て
、
二
十
四
時
間
連
 
 
 

い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
 
 

福
祉
施
設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
指
定
地
域
密
 
 

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
 
 

ビ
ス
基
準
第
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
 
 
 

護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
 
 

当
該
指
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
 
 

か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
健
康
上
の
管
理
等
を
行
引
融
 
 

常
勤
の
看
護
職
員
で
配
置
す
る
こ
と
で
足
り
る
こ
 
 

常
勤
の
看
護
師
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
九
月
 
 

名
以
上
配
置
し
、
看
護
に
係
る
責
任
者
を
定
め
て
 
 

又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
 
 

一
四
頁
 
 
 

281  



三
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 

三
十
二
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 

算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

イ
 
看
護
体
制
加
算
川
イ
を
算
定
す
べ
き
 
 

続
支
援
加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

ハ
 
看
護
体
制
加
算
仙
 
 

イ
 
入
所
者
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

ロ
 
看
護
体
制
加
算
川
ロ
 
 

ロ
 
介
護
福
祉
士
の
数
が
、
 
 

ハ
 
適
所
介
護
費
等
の
 
 

明 
て 

い 

る 

こ 

と 

。  

割 
引 
引 
引 

動 

サ 
ー 

ビ 
ス 

の 

施 

設基準  
里 
・叶 
碓 
加 
址 
施 
“ 
刷 

り 
ー 

l＝ 

ソ、 

曹 

“ 

ヾ 

明 
細  

畑
 
適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
 
 

サ 

劉 ー 

ビ 

ス 

の 

施 
設 

基 
準  

福 
祉 
施 
≠“ 

叶 
・・・ 

し 

ソ、 

廿 
ソ、 
け 

H  

山U  

叫 
州 
山川   

な
い
こ
と
。
 
 

障
を
き
た
す
お
そ
れ
 
 

介
護
五
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
六
十
五
以
上
 
 

ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
入
所
者
の
 
 

以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

置 
入 
所 
者 
経 
過 
的 
地 
域 
密 
着 
型 
知 
歯 

ぃ  

過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
 
 

い
な
い
こ
と
。
 
 

イ
を
算
定
す
べ
 
 

算
定
方
法
第
十
号
に
規
定
す
 
 

の
あ
る
症
状
若
し
く
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
 
 
 

を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
 
 

常
勤
換
算
方
法
で
、
 
 

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
四
若
し
く
は
要
 
 
 

法
第
十
号
に
規
定
す
る
基
準
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
 
 

き
指
定
地
域
密
着
型
 
 

指
定
 
 地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
 
 
 

占
め
る
割
合
が
百
分
の
六
十
 
 

入
所
者
の
数
が
六
又
は
そ
 
 

ス
に
お
け
る
看
護
体
制
加
 
 

ス
に
お
け
る
日
常
生
活
継
 
 

る
基
準
に
該
当
し
て
い
 
 

着
型
介
護
福
祉
施
設
 
 
 

又
は
日
常
生
活
に
支
 
 

介
護
福
祉
施
設
 
 

ニ
ッ
ト
型
旧
措
 
 

に
該
当
し
て
 
 

ホ
 
看
取
り
の
た
め
の
個
室
を
確
保
し
て
い
る
 
 

ニ
 
看
取
り
に
関
す
る
職
員
研
修
を
行
っ
 
 
て
い
る
こ
と
。
 
 

こ
と
。
 
 

一
五
頁
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「
「
可
矧
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
 
 
 

加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

ヨ
月
割
 
平
成
十
八
年
四
月
一
目
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
居
室
に
お
け
る
入
所
者
一
人
当
 
 
 

た
り
の
面
積
が
、
十
二
ハ
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

三
十
六
 
 

加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

イ
 
常
勤
の
看
護
師
を
一
名
以
上
配
置
し
、
 
 

ニ
 
看
護
体
制
加
算
㈲
 
 

ロ
 
看
取
り
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
入
所
の
際
に
、
 
 

サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

族
等
に
対
し
て
、
当
該
指
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
 
 

0
 
 

絡
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
職
員
と
の
連
携
に
よ
り
、
 
 

人
福
祉
施
設
の
看
護
職
員
に
よ
り
、
 
 

〇  
と
の
連
携
に
よ
り
、
一
 
 
 

看
取
り
に
関
す
る
職
員
研
修
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

又
は
病
院
、
 
 

イ
Ⅲ
に
該
当
す
る
も
 
 

イ
畑
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
 
 

ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

ロ
㈲
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
 
 

ハ
闇
か
ら
㈲
ま
で
に
該
当
す
る
も
 
 

員
を
常
勤
換
算
 
 

診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
 
 

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
 
 

一
十
四
時
間
 
 

の
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

方
法
で
二
名
以
上
配
置
し
て
い
 
い
 

の
連
絡
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
 
 

又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
訪
問
 
 
 

福
祉
施
設
の
看
護
職
員
に
よ
り
 
 

の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
 
 

地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
 
 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
職
員
 
 

入
所
者
又
は
そ
の
家
 
 

二
十
四
時
間
の
連
 
 

る
こ
と
。
 
 

る
看
取
り
介
護
 
 

ヨ
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
 
 
 

加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

「
ヨ
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
居
室
に
お
け
る
入
所
者
一
人
当
 
 
 

た
り
の
面
積
が
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

一
六
頁
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四
十
 
指
定
介
護
福
 
 

3   

一 
慮 
を 

¶瑚 指 行 
う 

こ 
）  

と 

老 福 
人 祉 。  

祉 

福 施 
祉 設 
施 サ 施設サ 

設 ー 

に ビ ービ 

お ス 
ズの 

け に 

る 係 
旧 

ユ る 施設 置 
別 指定 

ッ 

基 
に 

ト 厚 
ケ 生 老 準   
ア 労 護 
に 働 福 

関 大 祉 

す 臣 
る が 

施 
人福祉施設 設 

減 定 サ 
算   め   

）  

が、  ー  

ニ
 
看
取
り
を
行
う
際
に
個
室
又
は
静
養
室
の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
配
 
 

祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 ス
に
お
け
る
日
常
生
 
 活
継
続
支
援
加
算
に
 
 

三
十
一
 
指
定
介
護
老
 
 
 

基
準
 
 

0  

入
所
者
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 
 

ロ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

ヨ
叫
 
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

ヨ
 
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
 
 
 

係
る
施
設
基
準
 
 
 

矧
山
川
瑚
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

二
十
八
 
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
旧
措
置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 

ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 

闇
 
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
（
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
 
 

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
 
 

、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
 
 

び
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
（
指
定
介
護
老
人
福
 
 

祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
 
 

令
第
三
十
九
号
。
以
下
 
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
 

第
五
十
【
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
 
 

い
て
周
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
）
が
 
 

、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
二
条
第
三
項
に
規
 
 

第
二
十
五
号
 
 

定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
 
 

り 

㌧
闇
闇
闇
舶
闇
掛
り
l
冊
†
ん
1
 
 

襲
－
細
が
r
も
l
T
 
 

∈
 
L
昌
p
ト
町
編
い
ド
ー
．
－
 
 

イ
 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

人
福
祉
施
設
に
 
 

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
 
 

お
け
る
重
度
化
対
応
加
算
に
係
 
 
る
施
設
 
 

一
七
頁
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四
十
一
 
指
定
 
 

第
十
一
号
」
 
 

係
る
施
設
基
準
 
 

設
基
準
 
 

ニ
 
看
護
体
制
加
算
㈱
ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
 
 

㈲
 
イ
㈲
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

施
設
基
準
 
 

闇
 
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
看
護
職
員
に
よ
り
、
又
は
病
院
、
 
 

㈲
 
イ
旧
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

②
 
看
護
職
員
の
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
入
所
者
の
数
が
二
十
五
又
 
 
 

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
介
護
老
人
 
 
 

福
祉
施
設
基
準
第
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人
 
 
 

福
祉
施
設
に
置
く
べ
き
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
 
 
 

こ
と
。
 
 

施
設
基
準
 
 

闇
 
イ
闇
及
び
闇
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

川
 
入
所
定
員
が
三
十
人
又
は
五
十
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

惚  

常 
勤 
の 

看 
護 
師 

を 
一 

名 

以 
上 

配 

置 
し 

て 
い 

る 

と 

㈲
 
適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
 
 

川
 
入
所
定
員
が
三
十
 
 

第
三
十
一
 
 

診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
職
員
と
の
連
携
に
 
 

よ
り
、
二
十
四
時
間
の
連
絡
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

看
護
体
制
加
算
㈱
イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
 
 

看
護
体
制
加
算
〓
ロ
を
算
定
す
べ
 
 

看
護
体
制
加
算
〓
イ
を
算
定
す
べ
 
 

て
い
な
い
こ
と
。
 
 
 

の
算
定
方
法
第
十
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
 

言
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
人
以
上
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
 
 

き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
 
 

に
お
け
る
看
護
体
制
加
算
に
係
る
施
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
 
 

一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
 
 

「
適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
 
 

「
適
所
介
護
 
 

一
八
頁
 
 
 



第
三
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

呵
刊
丑
・
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

の
施
設
基
準
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 

闇
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
㈱
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
 
 

ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

H
 
 
（
略
）
 
 

口
 
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
十
二
月
間
に
お
け
る
新
規
入
所
者
の
総
 
 

数
の
う
ち
、
医
療
機
関
を
退
院
し
入
所
し
た
者
の
占
め
る
割
合
か
ら
 
 

自
宅
等
 
（
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
 
に
規
定
 
 

す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
予
 
 

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
 
 

ぅ
事
業
所
並
び
に
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
除
く
。
）
 
か
ら
入
所
し
 
 

た
者
の
占
め
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
数
が
百
分
の
三
十
五
以
上
で
あ
 
 

四
十
四
 
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
看
取
り
介
護
加
算
に
係
る
 
 

第
三
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

四
十
三
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

闇
 
ハ
惚
か
ら
㈲
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

呵
¶
コ
 
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
加
算
に
係
る
 
 
 

施
設
基
準
 
 

施
設
基
準
 
 

が
で
き
な
い
特
段
 
 

日
・
囲
 
 
（
略
）
 
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

ロ
 
 
（
略
）
 
 

第
三
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

Ⅲ
 
ロ
Ⅲ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

る
こ
と
を
標
準
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
 
 

の
事
情
が
あ
る
と
き
は
こ
の
 
 

当
該
基
準
を
満
た
す
こ
と
 
 

限
り
で
な
い
。
 
 

三
十
四
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

の
施
設
基
準
 
 

Ⅲ
 
 
（
略
）
 
 
 

惚
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
仙
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
 
 

ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

H
 
 
（
略
）
 
 

日
 
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
十
二
月
間
に
お
け
る
新
規
入
所
者
の
総
 
 

数
の
う
ち
、
医
療
機
関
を
退
院
し
入
所
し
た
者
の
占
め
る
割
合
か
ら
 
 

自
宅
等
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
 
に
規
定
 
 

す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
予
 
 

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
 
 

ぅ
事
業
所
並
び
に
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
除
く
。
）
 
か
ら
入
所
し
 
 

た
者
の
占
め
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
数
が
百
分
の
三
十
五
以
上
で
あ
 
 

る
こ
と
を
標
準
と
す
る
こ
と
。
 
 

第
二
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
ヨ
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

三
十
二
 
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
加
算
に
係
る
 
 
 

施
設
基
準
 
 

日
・
囲
 
 
（
略
）
 
 
 

㈲
 
 
（
略
）
 
 

ロ
 
 
（
略
）
 
 

第
二
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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四
号
イ
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
二
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

五
十
二
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
介
 
 
 

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
の
療
養
室
に
お
け
る
入
所
者
山
人
当
た
り
の
面
積
が
 
 

、
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

五
十
一
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
算
の
施
設
基
準
 
 

呵
刊
司
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 
 

準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

矧
．
十
l
廿
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
 
 
 

る
施
設
基
準
 
 

．
 

新
山
朝
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

間
引
州
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
実
施
加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

印
可
山
 
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
 
 
 

ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
入
所
者
に
対
す
る
介
護
保
 
 
 

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
加
算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
二
号
こ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
Ⅲ
 
 
 

㈲
中
 
「
第
四
号
口
闇
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
「
第
十
三
号
イ
闇
」
 
と
読
み
替
え
 
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

ロ
 
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
 
 
 

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
十
二
号
ホ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ホ
旧
 
 

幽
中
 
「
第
四
号
口
吻
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
惚
」
 
と
読
み
替
え
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
 
「
第
 
 

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
 
「
第
 
 
 

四
号
イ
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
二
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

四
十
一
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

剰
州
朝
こ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
Ⅲ
㈲
 
 

中
 
「
第
四
号
口
闇
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
「
第
十
三
号
イ
闇
」
 
と
読
み
替
え
る
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 
 

ロ
 
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
 
 

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

－
 

第
州
嘲
ホ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ホ
川
佃
 
 
 

中
 
「
第
四
号
口
吻
」
と
あ
 

三
十
五
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 
 

準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

ヨ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
 
 
 

る
施
設
基
準
 
 

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

ヨ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
実
施
加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
 （略
）
 
 

召
州
 
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
 
 
 

ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
入
所
者
に
対
す
る
介
護
保
 
 
 

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
加
算
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
月
割
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

コ
ヨ
叫
 
平
成
十
八
年
四
月
t
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
の
療
養
室
に
お
け
る
入
所
者
一
人
当
た
り
の
面
積
が
 
 

、
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

矧
刃
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
算
の
施
設
基
準
 
 二

〇
頁
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第
十
二
号
ル
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ル
仙
 
 
 

㈲
又
は
闇
㈲
中
「
第
四
号
ロ
②
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
闇
」
と
 
 
 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

卜
 
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
 
 
 

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

ホ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
 
 
 

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

へ
 
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
 
 
 

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

囲 
第 
十 
二 

号 
へ 

の 

規 
定 
を 
準 

用 

予 ー す 
る 

ス 
。 

費 こ 

の 

い‥‥ 場 
1 合 

「 に 
お 

い 
て 

、 

同 

号 
へ 

Ⅲ   

る
も
の
と
す
る
。
 
 

ハ
 
エ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
 
 
 

養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
 
 
 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
十
二
号
ヲ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ヲ
㈲
 
 

中
「
第
四
号
口
闇
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
闇
」
と
読
み
替
え
る
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 
 

チ 

旧 
H 
及 
び 

掛 
か 

ら 

㈲ 
ま 

で 
」  

と 

あ 

「
病
室
」
 
 

第
十
二
号
り
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
療
養
病
床
に
係
る
病
室
」
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
り
中
 
 

と
、
同
号
り
田
中
 
「
 
 
 

へ
 
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
 
 
 

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
川
副
ル
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ル
仙
㈲
 
 
 

又
は
闇
㈲
中
「
第
四
号
口
闇
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
吻
」
 
と
読
 
 
 

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

ト
 
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
 
 
 

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
川
副
ヲ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ヲ
㈲
中
 
 
 

「
第
四
号
口
闇
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
闇
」
 
と
読
み
替
え
る
も
 
 
 

の
と
す
る
。
 
 

ホ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
 
 
 

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
州
瑚
り
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

ハ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
 
 
 

養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
 
 
 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
州
朝
へ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
へ
田
圃
 
 
 

中
 
「
第
四
号
口
畑
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
闇
」
 
と
読
み
替
え
る
 
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

ニ
 
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
 
 
 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
八
号
チ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

t
〓
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囲
又
は
闇
相
中
「
第
四
号
ロ
㈲
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
㈲
」
 
と
 
 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

五
十
三
 
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
 
 
 

算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

第
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
町
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
減
 
 
 

算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

五
司
¶
対
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

ヨ
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
院
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
五
l
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
設
備
基
準
 
 
 

減
算
の
施
設
基
準
 
 

五
十
九
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
 
 

五
十
八
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
お
け
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
 
 

チ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
 
 
 

き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
 
 

係
る
施
設
基
準
 
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
4
に
 
 
 

下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
 
 
 

百
二
十
七
号
）
 
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
 
別
表
 
 

一
月
当
た
り
実
利
用
者
数
が
二
十
人
以
下
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
 
 

第
十
一
 
 
言
方
り
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
り
仙
 
 

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

矧
．
¶
矧
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
設
備
基
準
 
 
 

減
算
の
施
設
基
準
 
 

チ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
 
 

き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
剰
川
副
り
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ワ
Ⅲ
囲
 
 

又
は
②
囲
中
 
「
第
四
号
口
櫛
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
畑
」
 
と
読
 
 

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

四
十
二
 
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
 
 
 

算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

四
十
三
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
減
 
 
 

算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

矧
可
到
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

呵
¶
司
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
院
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

二
二
頁
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第
十
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
刀
刃
 
措
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

六
十
二
 
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
 
 
 

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
 
 
 

法
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
 
「
指
 
 
 

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
第
百
十
七
条
に
定
め
る
看
護
職
 
 
 

員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
を
置
い
て
い
る
こ
と
。
 
 

六
十
三
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

剣
山
u
l
嘲
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
刊
画
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 

定
め
る
基
準
 
 
 

剰
州
朝
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

村
可
到
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
 
 
 

す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

河
村
朝
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
¶
司
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
 
 
 

活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

六
十
一
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
 
 

六
十
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
 
 

護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
5
に
係
る
施
設
基
 
 

叫
 
 

事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
6
に
係
る
施
設
基
準
 
 

護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
4
に
係
る
施
設
基
準
 
 

所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

一
月
当
た
り
延
訪
問
回
数
が
五
回
以
下
の
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
 
 

月
当
た
り
延
訪
問
回
数
が
五
回
以
下
の
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
 
 

月
当
た
り
実
利
用
者
数
が
五
人
以
下
の
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
 
 

r
．
 
E
－
1
r
r
t
 
卜
ト
．
■
ト
L
 
L
 
 

】
l
 
 
 
 
－
 
 
 
h
■
■
■
■
 
 

四
十
七
 
指
定
介
護
予
防
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
 
 
 

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
 
 
 

法
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
 
「
指
 
 
 

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
第
百
十
七
条
に
定
め
る
看
護
職
 
 
 

員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
を
置
い
て
い
る
こ
と
。
 
 

笥
州
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

l
 第

矧
嘲
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

l
 
 

笥
九
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 
 

剰
司
嘲
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

五
十
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
 
 
 

る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

刻
司
瑚
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
刊
」
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
 
 
 

活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

－
 

剰
月
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
コ
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

－
ト
ト
ト
跡
V
i
L
P
7
－
†
 
ノ
l
m
m
－
い
†
l
u
1
 
 

戸
 
 

止
廿
廿
リ
ト
伸
甘
一
重
り
直
■
亮
甘
J
】
－
 
 

け
り
十
川
 

蓼
▲
む
 

二
三
頁
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七
十
七
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
 
 

第
二
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

廿
刃
対
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 

事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

判
¶
剥
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

七
十
四
 
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
に
 
 

第
十
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

七
十
三
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

第
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

七
十
二
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 

七
十
一
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
診
療
所
療
養
環
境
減
算
 
 
 

の
施
設
基
準
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
 
「
第
 
 
 

四
号
イ
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
「
第
十
七
号
イ
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

廿
．
¶
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
 
 
 

減
算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

山
川
－
¶
瑚
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
 
 
 

算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
刀
川
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
 
 
 

す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
 

萄
劉
 
 

第
二
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

一
月
当
た
り
実
利
用
者
数
が
 
 

の
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
2
に
係
る
施
設
 
 
 

五
人
以
下
の
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
 
 

同
生
活
介
護
に
係
る
夜
間
ケ
ア
加
 
 

お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 

第
十
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

山
川
刃
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 

五
十
九
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

第
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

刊
刀
川
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

ヨ
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 

五
十
六
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
療
養
 
 
 

剰
堵
親
身
の
施
設
基
準
 
 

第
十
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
 
「
第
 
 
 

四
号
イ
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
号
イ
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

苛
到
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
 
 
 

境
減
算
の
施
設
基
準
 
 

第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
ヨ
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
 
 
 

す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

．
 

矧
山
瑚
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

召
．
町
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
 
 
 

算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

二
四
頁
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二
五
頁
 
 
 

T
せ
 
 



○
 
介
護
保
険
法
施
行
規
則
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
 
 

第
九
条
 
法
第
八
条
第
六
 
 

第
一
章
 
総
則
 
 

第
一
条
～
第
八
条
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）
 
 

う
。
）
 
の
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
 
 

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
）
 
 

第
九
条
の
二
 
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
 
 
 

及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
、
居
宅
要
 
 
 

介
護
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
管
理
又
は
 
 

歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
 
（
 
 
 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
 
 

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 
 

二
 
病
院
、
診
療
所
又
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
ン
ヨ
 
 

師
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
 
 

療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
 
 

援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
 
 

）
 
第
六
十
条
第
 
 

省
告
示
第
三
十
七
号
。
 
 

笥
叫
革
製
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
 
 
 

及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
 
 

以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
第
六
十
三
条
第
 
 

に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
 
 

項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
 
 

診
療
所
又
は
薬
局
の
歯
科
衛
生
士
 
 

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
 
 

以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
 
と
い
う
。
 
 

ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
 
 
 

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
 
 

の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
 
 
 

）
 
及
び
管
理
栄
養
士
 
 

（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
居
宅
 
 

ン
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

る
者
は
、
次
の
各
号
い
 
 

設
備
及
び
運
営
並
び
 
 

第
一
章
 
総
則
 
 

第
一
条
～
第
八
条
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）
 
 

第
九
条
 
法
第
八
条
第
六
項
 
 

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
）
 
 

第
九
条
の
二
 
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
 
 
 

及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
、
居
宅
要
 
 
 

介
護
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
管
理
又
は
 
 
 

歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
 
（
 
 
 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
 
 

び
管
理
栄
養
士
と
す
る
。
 
 

（
歯
科
衛
生
士
 
 

看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
及
 
 

が
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
 
 

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

歯
科
衛
生
士
 
 

頁   



第
十
条
～
第
十
三
条
 
（
略
）
 
 

第
十
四
条
 
法
第
八
条
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
 
 
 

お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 

第
十
五
条
～
第
二
十
二
条
の
七
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）
 
 

第
二
十
二
条
の
八
 
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
 
 

以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
事
業
者
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
 
 
 

条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 

の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
（
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
同
意
を
得
て
行
う
 
 
 

も
の
に
限
る
。
）
 
並
び
に
当
該
居
宅
要
介
護
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
 
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
 
 
 

導
及
び
助
言
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 

5
 
保
健
師
、
 
 

護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
 
 
 

び
准
看
護
師
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
及
び
管
理
栄
養
士
 
 
 

と
す
る
。
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
 
 
 

導
）
 
 

第
二
十
二
条
の
九
 
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
 
 
 

上
の
管
理
及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
 
 

、
居
宅
要
支
援
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
 
 
 

指
導
に
相
当
す
る
も
 
 

）
 
に
よ
り
行
わ
れ
る
 
 

四
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

く
。
）
 
 

い
て
、
実
施
さ
れ
る
療
養
上
 
 

保
健
師
、
看
護
師
、
 
 

看
護
師
又
は
准
看
護
師
 
 

居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 

の
を
行
う
保
健
師
、
 
 

准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
 
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
介
 
 

の
相
談
及
び
支
援
と
す
る
。
 
 

る
診
療
所
 
 

（
歯
科
衛
生
士
 
 

看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
除
く
。
 
 

は
、
居
宅
要
介
護
者
の
居
宅
に
お
 
 

（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
 
 

が
行
う
居
宅
療
養
管
理
 
 

第
十
条
～
第
十
三
条
 
（
略
）
 
 

第
十
四
条
 
法
第
八
条
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
 
 
 

お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 

第
十
五
条
～
第
二
十
二
条
の
七
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）
 
 

第
二
十
二
条
の
八
 
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
 
 

当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
含
む
。
次
条
第
三
 
 
 

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
及
び
管
理
栄
養
士
と
す
る
。
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
 
 
 

導
）
 
 

第
二
十
二
条
の
九
 
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
 
 
 

上
の
管
理
及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
 
 

、
居
宅
要
支
援
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
そ
の
他
の
事
業
者
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
 
 
 

条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 

の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
（
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
同
意
を
得
て
行
う
 
 
 

も
の
に
限
る
。
）
 
並
び
に
当
該
居
宅
要
介
護
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
 
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
 
 
 

導
及
び
助
言
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 

歯
科
衛
生
士
 
 （
歯
科
衛
生
士
が
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
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第
二
十
二
条
の
十
五
～
第
百
十
三
条
 
 
（
略
）
 
 

第
四
章
 
介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
事
業
者
及
び
施
設
 
 

第
百
十
三
条
の
二
～
第
百
十
三
条
の
三
十
九
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
 
 

第
百
十
四
条
～
第
百
二
十
六
条
の
四
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
特
例
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
）
 
 

第
百
二
十
七
条
 
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
 
 
 

第
二
十
二
条
の
十
～
第
二
十
二
条
の
十
三
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）
 
 

第
二
十
二
条
の
十
四
 
法
第
八
条
の
二
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
 
 
 

設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

管
理
又
は
歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
 
 
 

事
業
者
 
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
 
 
 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
そ
の
他
の
事
業
者
に
対
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

計
画
の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
 
（
当
該
居
宅
要
支
援
者
の
同
意
を
得
て
 
 
 

行
う
も
の
に
限
る
。
）
 
並
び
に
当
該
居
宅
要
支
援
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
 
 
 

す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
 
 
 

い
て
の
指
導
及
び
助
言
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
者
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
適
所
リ
 
 

0  

支
援
者
の
居
宅
に
お
い
て
、
 
 
 

療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
師
、
 
 

四
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
診
療
所
 
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
 
 
 

く
。
）
 
 

を
除
く
。
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
す
る
。
 
 

保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
 
 

）
 
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
は
、
居
宅
要
 
 

実
施
さ
れ
る
療
養
上
の
相
談
及
び
支
援
と
す
る
 
 

（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

看
護
師
及
び
准
看
護
師
 
 

第
二
十
二
条
の
十
～
第
二
十
二
条
の
十
三
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）
 
 

第
二
十
一
山
粂
の
十
四
 
法
第
八
条
の
二
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
 
 
 

設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

第
二
十
二
条
の
十
五
～
第
百
十
三
条
 
 
（
略
）
 
 

第
四
章
 
介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
事
業
者
及
び
施
設
 
 

第
百
十
三
条
の
二
～
第
百
十
三
条
の
三
十
九
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
 
 

第
百
十
四
条
～
第
百
二
十
六
条
の
四
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
特
例
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
）
 
 

第
百
二
十
七
条
 
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
 
 

管
理
又
は
歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
 
 
 

事
業
者
 
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
 
 
 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
そ
の
他
の
事
業
者
に
対
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

計
画
の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
 
（
当
該
居
宅
要
支
援
者
の
同
意
を
得
て
 
 
 

行
う
も
の
に
限
る
。
）
 
並
び
に
当
該
居
宅
要
支
援
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
 
 
 

す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
 
 
 

い
て
の
指
導
及
び
助
言
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
看
護
及
び
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
す
る
。
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（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 

第
二
条
 
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
健
康
保
険
法
 
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
 
 

※
 
附
則
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 

第
一
条
 
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
 
 

第
百
二
十
八
条
～
第
百
四
十
条
の
十
四
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
特
例
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
 
 

類
）
 
 

第
百
四
十
条
の
十
五
 
法
第
百
十
五
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
一
 
 
 

条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
は
、
介
 
 

る
病
院
又
は
診
療
所
 
（
以
下
 
「
病
院
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
開
設
者
 
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
 
 

第
百
二
十
三
号
。
以
下
 
「
法
」
 
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
る
病
院
等
の
開
設
者
を
除
く
。
）
 
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
に
、
当
該
病
院
 
 

等
に
よ
り
行
わ
れ
る
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
病
院
等
の
開
設
者
が
施
行
 
 
 

適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
す
る
。
 
 

第
百
四
十
条
の
十
六
～
第
百
八
十
一
条
 
（
賂
）
 
 

附
 
則
 
 

第
一
条
 
 
（
略
）
 
 

（
短
期
入
所
療
養
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
施
設
に
関
す
 
 

る
経
過
措
置
）
 
 

第
三
条
～
第
二
十
七
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
条
 
削
除
 
 

護
予
防
訪
問
者
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
介
護
予
防
 
 

日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

第
百
四
十
条
の
十
大
～
第
百
八
十
一
条
 
 

第
百
二
十
八
条
～
第
百
四
十
条
の
十
四
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
特
例
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
 
 
 

類
）
 
 

第
百
四
十
条
の
十
五
 
法
第
百
十
五
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
一
 
 
 

条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
は
、
介
 
 

る
い
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
八
十
七
条
」
 
と
す
る
。
 
 

第
三
条
～
第
二
十
七
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
条
 
当
分
の
間
、
第
十
四
条
及
び
第
二
十
二
条
の
十
四
中
 
「
次
の
と
お
り
 
 

附
 
則
 
 

第
一
条
 
 
（
略
）
 
 

（
短
期
入
所
療
養
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
施
設
に
関
す
 
 

る
経
過
措
置
）
 
 

第
六
十
三
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
保
険
医
療
機
関
の
指
定
を
受
け
て
い
 
 

護
予
防
訪
問
看
護
及
び
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
す
る
。
 
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
二
条
」
 
と
、
第
百
四
十
条
の
十
第
一
項
第
 
 

準
に
適
合
し
て
い
る
診
療
所
」
 
 

」
 
と
あ
る
の
は
 
「
次
に
掲
げ
る
施
設
及
び
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 
 

五
号
中
 
「
第
百
八
十
七
条
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
あ
 
 

百
四
十
二
条
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
あ
る
い
は
指
定
 
 

と
、
第
百
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
中
 
「
第
 
 

（
略
）
 
 



目
の
前
日
ま
で
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
当
該
申
し
出
に
係
る
保
険
医
療
機
関
の
開
設
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
別
段
の
申
 
 

し
出
を
行
っ
た
と
き
又
は
そ
の
指
定
の
時
前
に
法
第
七
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
 
 

を
取
り
消
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

一
当
該
申
出
に
係
る
保
険
医
療
機
関
の
名
称
及
び
開
設
の
場
所
並
び
に
開
設
者
及
び
管
理
者
の
氏
名
及
び
住
所
 
 

二
 
当
該
申
出
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
 
 

三
 
前
号
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
不
要
と
す
る
旨
 
 
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
は
、
当
該
指
定
に
係
る
病
院
等
に
つ
い
て
、
健
康
 
 

保
険
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
医
療
機
関
の
指
定
の
取
り
消
し
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
 
 
 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
る
病
院
等
の
開
設
者
に
係
る
前
二
項
の
規
定
の
 
 

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
中
「
施
行
日
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
目
の
翌
日
」
 
と
す
る
。
 
 
 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
る
病
院
等
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
 
 

前
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

五  

頁   



○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
 
 

に
応
じ
て
常
勤
換
算
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
六
条
～
第
八
十
三
条
 
（
略
）
 
 

第
六
章
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 

第
一
節
 
基
本
方
針
 
 

（
基
本
方
針
）
 
 

第
八
十
四
条
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
（
以
下
 
 
 

「
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
 
と
い
う
。
）
 
の
事
業
は
、
要
介
護
状
態
と
な
っ
た
 
 
 

場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
利
用
者
が
可
能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
そ
 
 
 

の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
 
 

第
二
章
 
訪
問
介
護
 
 

第
二
即
 
基
本
方
針
 
 

第
四
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
）
 
 

第
五
条
 
指
定
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
 
 
 

」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
訪
問
介
護
事
業
 
 
 

所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
訪
問
介
護
員
等
 
（
指
定
訪
問
介
護
の
提
 
 
 

供
に
当
た
る
介
護
福
祉
士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
 
 
 

る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か
ら
第
四
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
員
数
 
 
 

は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
二
・
五
以
上
と
す
る
。
 
 

2
 
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
常
勤
の
訪
 
 
 

問
介
護
員
等
で
あ
っ
て
専
ら
指
定
訪
問
介
護
の
職
務
に
従
事
す
る
も
の
の
う
 
 
 

ち
事
業
の
規
模
に
応
じ
て
一
人
以
上
の
者
を
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
と
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

た
だ
し
、
当
該
者
の
員
数
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
規
模
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
六
条
～
第
八
十
三
条
 
（
略
）
 
 

第
六
章
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 

第
一
節
 
基
本
方
針
 
 

（
基
本
方
針
）
 
 

第
八
十
四
条
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
 
（
以
下
 
 
 

「
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
 
と
い
う
。
）
 
の
事
業
は
、
要
介
護
状
態
と
な
っ
た
 
 
 

場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
利
用
者
が
可
能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
そ
 
 
 

の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
 
 

第
二
章
 
訪
問
介
護
 
 

第
一
節
 
基
本
方
針
 
 

第
四
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
）
 
 

第
五
条
 
指
定
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
 
 
 

」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
訪
問
介
護
事
業
 
 
 

所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
訪
問
介
護
員
等
 
（
指
定
訪
問
介
護
の
提
 
 
 

供
に
当
た
る
介
護
福
祉
士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
 
 
 

る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か
ら
第
四
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
員
数
 
 
 

は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
二
・
五
以
上
と
す
る
。
 
 

2
 
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
常
勤
の
訪
 
 
 

問
介
護
員
等
で
あ
っ
て
専
ら
指
定
訪
問
介
護
の
職
務
に
従
事
す
る
も
の
の
う
 
 
 

ち
事
業
の
規
模
に
応
じ
て
一
人
以
上
の
者
を
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
と
し
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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日
。
1
）
l
、
歯
科
衛
生
士
 
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
 
 
 

す
る
も
の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
 
 
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
 
又
は
管
理
栄
養
士
が
、
通
院
が
困
難
な
利
用
者
に
対
し
 
 
 

て
、
そ
の
居
宅
を
訪
問
し
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
 
 
 

を
把
握
し
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
に
 
 
 

よ
り
、
そ
の
者
の
療
養
生
活
の
質
の
向
上
を
図
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

ー
 
 
1
▲
 
 

－
∨
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 
 

第
八
十
五
条
 
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
居
 
 

宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
 
 

「
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
」
 
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
 
 
 

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
 
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
 
 

数
は
、
次
に
掲
げ
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
 
 

、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
 
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
 
 

イ
 
医
師
又
は
歯
科
医
師
 
 
 

管
理
指
導
 
 

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
 
 

三
 
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
 
（
指
定
訪
問
着
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
 
 

い
た
保
健
師
、
 
 

ロ
 
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
 
 
 

す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
内
容
に
応
じ
た
適
当
数
 
 

二
 
 
（
略
）
 
 

定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
 
看
護
職
員
 
 

（
略
）
 
 第

三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

等
基
準
第
六
十
三
条
第
 
 

び
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

ヨ
ン
を
い
う
。
）
 
 

に
相
当
す
る
 
 

看
護
師
 
 

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
で
あ
る
指
 
 

も
の
を
行
う
保
健
師
、
 
 

又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
 
 

項
に
い
う
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
 
 

看
護
職
員
 
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
居
宅
療
養
 
 

看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
除
 
 

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
 
 

そ
の
提
供
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 
 

第
八
十
五
条
 
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
指
定
居
 
 

宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
」
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
 
 
 

「
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
 
 
 

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
 
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
 
 

数
は
、
次
に
掲
げ
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
 
 

、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
 
 

イ
 
医
師
又
は
歯
科
医
師
 
 

口
 
薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
 
そ
の
提
供
す
る
指
定
居
 
 

宅
療
養
管
理
指
導
の
内
容
に
応
じ
た
適
当
数
 
 
 

二
 
 
（
略
）
 
 

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
 
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
居
宅
療
 
 

養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
 
 

含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
又
は
管
理
栄
養
士
が
、
通
院
が
困
 
 

難
な
利
用
者
に
対
し
て
、
そ
の
居
宅
を
訪
問
し
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
置
 
 

か
れ
て
い
る
環
境
等
を
把
握
し
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
療
養
上
の
管
理
及
び
 
 

指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
の
療
養
生
活
の
質
の
向
上
を
図
る
も
の
 
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
略
）
 
 
 第

三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
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第
九
十
条
～
第
九
十
一
条
 
（
略
）
 
 

第
七
草
 
適
所
介
護
 
 

第
九
十
二
条
～
第
百
五
条
 
（
略
）
 
 

第
五
節
 
指
定
療
養
適
所
介
護
の
事
業
の
基
本
方
針
、
人
員
並
び
に
 
 

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
 

第
百
五
条
の
二
～
第
百
五
条
の
五
 
（
略
）
 
 

又
は
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
で
あ
っ
て
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
 
 
 

導
の
事
業
の
運
営
に
必
要
な
広
さ
を
有
し
て
い
る
ほ
か
、
指
定
居
宅
療
養
管
 
 
 

理
指
導
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
 
 
 

ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

第
八
十
七
条
・
第
八
十
八
条
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
い
方
針
）
 
 

第
八
十
九
条
 
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
方
針
 
 
 

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
～
七
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
 
 

第
八
十
六
条
 
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
は
、
病
院
、
診
療
所
1
対
局
暮
 
 

3
 
看
護
職
員
の
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
 
 

そ 

れ 

ぞ 
れ 
の 

利 
用 

者 
に 
つ 

い 

て 

提 

供 
し 

た 

指 
定 

居 
宅 

療 
蘭 

画 
痢 
痢 
魂  

指 
定 
居 
宅 
療 
養 
管 
理 
指 
導 
の 

提 
供 
吋 
矧 
ね 
っ 

て 
は 

懇 
切 
丁 
寧 
時 
行 

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
 
 

居
宅
介
 
 

業
者
等
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
 
 

に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
 
 

び
に
利
用
者
に
対
す
 
 

の
内
容
に
つ
い
て
、
速
や
か
 
 

こ
と
を
旨
と
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
療
 
 

護
支
援
事
業
者
等
に
報
告
す
る
こ
と
。
 
 

る
療
養
上
の
相
談
及
び
支
援
を
行
う
こ
と
。
 
 

い
よ
う
に
指
導
又
は
助
言
を
行
う
こ
と
。
 
 

に
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
 
 

ス
計
画
の
作
成
等
に
必
要
な
情
報
提
供
並
 
 

て
は
、
居
宅
介
護
支
援
事
 
 

養
上
必
要
な
事
項
 
 

第
九
十
条
～
第
九
十
一
条
 
 
（
略
）
 
 

第
七
章
 
適
所
介
護
 
 

第
九
十
二
条
～
第
百
五
条
 
 
（
略
）
 
 

第
五
節
 
指
定
療
養
適
所
介
護
の
事
業
の
基
本
方
針
、
人
員
並
び
に
 
 

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
 

第
百
五
条
の
二
～
第
百
五
条
の
五
 
 
（
略
）
 
 
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
 
 

第
八
十
六
条
 
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
は
、
病
院
、
診
療
所
対
面
剋
 
 
 

矧
で
あ
っ
て
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
の
運
営
に
必
要
な
広
さ
を
 
 
 

有
し
て
い
る
ほ
か
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
 
 

備
品
等
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

第
八
十
七
条
・
第
八
十
八
条
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
い
方
針
）
 
 

第
八
十
九
条
 
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
方
針
 
 
 

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
～
七
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

．
 
1
r
】
 
 
 

．
 
 
 
「
 
 



2
 
前
項
に
掲
げ
る
専
用
の
部
屋
の
面
積
は
、
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
に
利
用
 
 
 

定
員
を
乗
じ
た
面
積
以
上
と
す
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
百
五
条
～
第
百
九
条
 
 
（
略
）
 
 

第
八
章
 
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
！
シ
ョ
ン
 
 

第
百
十
条
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 
 

第
百
十
一
条
 
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
 
 
 

指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
 
 
 

う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
従
 
 
 

業
者
 
（
以
下
 
「
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
 
 
 

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 
 

二
 
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
師
若
し
 
 

く
は
准
看
護
師
 
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
 
「
看
護
職
員
」
 
と
い
う
。
）
 
若
 
 

し
く
は
介
護
職
員
 
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
 
 

れ
る
数
 
 第

三
款
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

（
利
用
定
員
）
 
 

第
百
五
条
の
六
 
指
定
療
養
適
所
介
護
事
業
所
は
、
そ
の
利
用
定
員
 
（
当
該
指
 
 
 

定
療
養
適
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
指
定
療
養
適
所
介
護
の
提
供
を
 
 
 

受
け
る
こ
と
の
で
き
る
利
用
者
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
 
 
 

て
同
じ
。
）
 
を
州
刃
以
下
と
す
る
。
 
 

第
百
五
条
の
七
 
指
定
療
養
適
所
介
護
事
業
所
は
、
指
定
療
養
適
所
介
護
を
行
 
 
 

う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
専
用
の
部
屋
を
有
す
る
ほ
か
、
消
化
設
備
そ
の
他
の
非
 
 
 

常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
並
び
に
指
定
療
養
適
所
介
護
の
提
供
に
必
要
 
 
 

な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

イ
 
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
単
位
ご
と
に
、
利
用
者
 
（
当
該
 
 

2
 
前
項
に
掲
げ
る
専
用
の
部
屋
の
面
積
は
、
八
平
方
メ
ー
ト
ル
に
利
用
定
員
 
 
 

を
乗
じ
た
面
積
以
上
と
す
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
百
五
条
～
第
百
九
条
 
 
（
略
）
 
 

第
八
章
 
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

第
百
十
条
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 
 

第
百
十
一
条
 
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
 
 
 

指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
 
 
 

う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
㌢
ン
の
提
供
に
当
た
る
従
 
 
 

業
者
 
（
以
下
 
「
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
 
 
 

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 
 

二
 
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
師
若
し
 
 

く
は
准
看
護
師
 
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
 
「
看
護
職
員
」
 
と
い
う
。
）
 
若
 
 

し
く
は
介
護
職
員
 
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
 
 

れ
る
数
 
 第

三
款
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

（
利
用
定
員
）
 
 

第
百
五
条
の
六
 
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
は
、
そ
の
利
用
定
員
 
（
当
該
指
 
 
 

定
療
養
適
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
指
定
療
養
適
所
介
護
の
提
供
を
 
 
 

受
け
る
こ
と
の
で
き
る
利
用
者
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
 
 
 

て
同
じ
。
）
 
を
司
刃
以
下
と
す
る
。
 
 

第
百
五
条
の
七
 
指
定
療
養
適
所
介
護
事
業
所
は
、
指
定
療
養
適
所
介
護
を
行
 
 
 

う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
専
用
の
部
屋
を
有
す
る
ほ
か
、
消
化
設
備
そ
の
他
の
非
 
 
 

常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
並
び
に
指
定
療
養
通
所
介
護
の
提
供
に
必
要
 
 
 

な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

イ
 
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
単
位
 
（
そ
の
提
供
が
同
時
に
二
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指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
診
療
所
で
あ
る
場
合
は
、
前
 
 

項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
 
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
 
 

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
 
 

人
以
下
の
場
合
は
、
提
供
時
間
帯
を
通
じ
 
 

ロ
 
イ
に
掲
げ
る
人
員
の
う
ち
専
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
 
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

員
若
し
く
は
介
護
職
員
が
、
利
用
者
の
数
を
十
で
除
し
た
数
以
上
確
保
 
 

覚
士
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
の
数
が
一
以
上
確
保
さ
れ
て
 
 

時
間
」
 
と
い
う
。
）
 
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

者
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
数
が
十
人
以
下
の
 
 

定
す
る
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
 
 

定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
 
 

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
 
 
 

た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
、
利
用
者
が
百
 
 

た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職
 
 

間
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
 
 

場
合
は
、
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
提
供
 
 

指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
 
 

人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
．
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
六
条
に
規
 
 
 

七
条
第
 
 

じ
。
）
 
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
 
 

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
 
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
 
 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
 
 

い
る
こ
と
、
又
は
、
利
用
者
の
数
が
十
人
を
超
え
る
場
合
は
、
提
供
時
 
 

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
 
 

ヨ
ン
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
 
 

一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

ン
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
 
 

ン
の
単
位
ご
と
に
、
利
用
者
の
数
が
十
 
 
 

て
専
ら
当
該
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
 
 
 

作
業
療
法
士
若
し
く
は
 
 

2
 
 

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
が
同
時
に
十
人
以
下
の
利
用
者
に
対
し
て
 
 

一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
単
位
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
二
号
 
 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
単
位
ご
と
に
 
 

療
法
士
、
 
 

指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
診
療
所
で
あ
っ
て
、
指
定
通
 
 

じ
て
専
ら
当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
理
学
 
 
 

ロ
 
イ
に
掲
げ
る
人
員
の
う
ち
専
ら
当
該
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
 
 
 

ン
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
 
 

護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
が
二
以
上
確
保
さ
れ
る
こ
と
。
 
 

う
。
）
 
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
 
 

ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
 
 

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
 
 

防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
 
 

を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
と
 
 

に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
 
 

じ
。
）
 
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
 
ご
と
に
、
そ
 
 

お
け
る
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
 
 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
指
定
 
 

が
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
 
（
指
定
介
護
予
 
 

十
人
以
下
の
利
用
者
 
（
当
該
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
 
 

の
提
供
を
行
う
時
間
帯
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
提
供
時
間
」
 
と
い
 
 

い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
・
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
 
 
 

ス
等
基
準
第
百
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
に
お
い
て
同
 
 

常
勤
換
算
方
法
で
、
〇
・
二
以
上
確
保
さ
れ
る
こ
と
。
 
 

作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
 
 
 

提
供
時
間
帯
を
通
 
 



増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

第
三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

（
設
備
に
関
す
る
基
準
）
 
 

第
百
四
十
三
条
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
る
基
準
は
 
 

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
 
二
 
 
（
略
）
 
 

る
こ
と
。
 
 
 

二
 
 
（
略
）
 
 

3
・
4
 
 
（
略
）
 
 

第
百
十
二
条
～
第
百
四
十
条
の
三
十
t
一
 
 

第
十
章
 
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

第
百
四
十
一
条
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 
 

第
百
四
十
二
条
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
指
定
 
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
 
 
 

以
下
 
「
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
 
 
 

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
 
（
以
下
 
「
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 
 

「
～
三
 
 
（
略
）
 
 

四
 
診
療
所
 
（
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
で
あ
る
指
定
短
期
入
 
 

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
及
び
入
院
患
者
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
 
 

供
す
る
病
室
に
置
く
べ
き
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
の
合
計
は
、
 
 

所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
 
 

く
は
介
護
職
員
が
、
利
用
者
の
数
を
十
 
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
 
 

を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
適
所
リ
 
 

言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
が
 
 

い
る
こ
と
、
 
 
又
は
、
利
用
者
 
 の
数
が
十
人
を
超
え
る
場
合
は
、
 
 

く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職
員
若
し
 
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
 
 

で
除
し
た
数
以
上
確
保
さ
れ
て
い
 
 

以
上
確
保
さ
れ
て
 
 

提
供
時
間
 
 

第
三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

（
設
備
に
関
す
る
基
準
）
 
 

第
百
四
十
三
条
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
る
基
準
は
 
 

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 
 

血
 
 
二
 
 
（
略
）
 
 
 

二
 
 
（
略
）
 
 

3
・
4
 
 
（
略
）
 
 

第
百
十
二
条
～
第
百
四
十
条
の
三
十
二
 
 

第
十
章
 
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

第
百
四
十
一
条
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 
 

第
百
四
十
二
条
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
指
定
 
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
 
 
 

以
下
 
「
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
 
 
 

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
 
（
以
下
 
「
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 
 

山
 
～
三
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 

介
護
職
員
が
一
以
上
確
保
さ
れ
る
こ
と
。
 
 

（
略
）
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る
病
室
、
診
療
所
の
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
供
す
る
病
室
又
は
病
院
 
 
 

の
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
 
（
介
護
保
険
法
施
行
令
 
（
平
成
十
年
政
令
 
 
 

第
四
百
十
二
号
。
以
下
 
「
令
」
 
と
い
う
。
）
 
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
 
 
 

床
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
お
い
て
指
定
短
期
 
 
 

入
所
療
養
介
護
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
百
四
十
五
条
～
第
百
五
十
三
条
 
 
（
略
）
 
 

（
定
員
の
遵
守
）
 
 

第
百
五
十
四
条
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
利
用
者
 
 

2
 
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
該
当
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
 
 
 

に
あ
っ
て
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
 
 
 

害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
四
節
 
運
営
に
関
す
る
基
準
 
 

（
対
象
者
）
 
 

第
百
四
十
四
条
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
 
 
 

況
若
し
く
は
病
状
に
よ
り
、
若
し
く
は
そ
の
家
族
の
疾
病
、
冠
婚
葬
祭
、
出
 
 
 

張
等
の
理
由
に
よ
り
、
又
は
利
用
者
の
家
族
の
身
体
的
及
び
精
神
的
な
負
担
 
 
 

の
軽
減
等
を
図
る
た
め
に
、
一
時
的
に
入
所
し
て
看
護
、
医
学
的
管
理
の
下
 
 
 

に
お
け
る
介
護
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
等
を
受
け
る
必
要
が
あ
 
 
 

る
者
を
対
象
に
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
療
養
室
、
病
院
の
療
養
病
床
に
係
 
 

四
 
診
療
所
 
 

三
 
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
 
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
 
 

所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
 
 

イ
 
指
定
短
期
入
 
 

っ
て
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
と
 
 

し
て
必
要
と
さ
れ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
で
あ
 
 

ロ
 
食
堂
及
び
浴
室
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

ハ
 
機
能
訓
練
を
行
う
た
め
の
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

人
に
つ
き
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。
 
 

（
療
養
病
床
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

所
療
養
介
護
を
提
供
す
る
病
室
の
床
面
積
は
、
利
用
者
 
 

っ
て
は
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
 
 

で
あ
る
指
定
短
期
入
 
 

る
者
を
対
象
に
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
療
養
室
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
 
 
 

の
療
養
病
床
に
係
る
病
室
又
は
病
院
の
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
 
（
介
 
 
 

護
保
険
法
施
行
令
 
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下
 
「
令
」
 
と
い
う
 
 

。
）
 
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
を
い
う
。
 
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
に
お
い
て
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
供
す
る
も
の
と
す
 
 
 

る
。
 
 

第
百
四
十
五
条
～
第
百
五
十
三
条
 
 
（
略
）
 
 

（
定
員
の
遵
守
）
 
 

第
百
五
十
四
条
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
利
用
者
 
 

2
 
前
項
勢
「
「
甘
可
に
該
当
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
 
 

、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
 
 
 

必
要
な
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
四
節
 
運
営
に
関
す
る
基
準
 
 

（
対
象
者
）
 
 

第
百
四
十
四
条
 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
 
 
 

況
若
し
く
は
病
状
に
よ
り
、
・
若
し
く
は
そ
の
家
族
の
疾
病
、
冠
婚
葬
祭
、
出
 
 
 

張
等
の
理
由
に
よ
り
、
又
は
利
用
者
の
家
族
の
身
体
的
及
び
精
神
的
な
負
担
 
 
 

の
軽
減
等
を
図
る
た
め
に
、
一
時
的
に
入
所
し
て
看
護
、
医
学
的
管
理
の
下
 
 
 

に
お
け
る
介
護
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
等
を
受
け
る
必
要
が
あ
 
 

三
 
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
 
 
 

護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
 
 
 

又
は
診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。
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第
五
条
 
削
除
 
 

第
百
五
十
四
条
の
二
～
第
二
百
十
六
条
 
（
略
）
 
 

附
則
 
 

第
一
条
～
第
四
条
 
（
略
）
 
 

数
以
上
の
利
用
者
に
対
し
て
同
時
に
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
て
は
 
 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
 
 

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

一
 
二
 
 
（
略
）
 
 

三
 
診
療
所
 
 

養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
 
 

床
数
及
び
病
室
 
 

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
 
 

の
定
員
を
超
え
 
 指

定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
供
す
る
病
 
 

る
こ
と
と
な
る
利
用
者
数
 
 

）
 
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
 
 

第
百
五
十
四
条
の
二
～
第
二
百
十
六
条
 
 
（
略
）
 
 

附
則
 
 

第
一
条
～
第
四
条
 
 
（
略
）
 
 

第
五
条
 
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
施
 
 

3
 
当
分
の
間
、
第
百
四
十
二
条
第
一
項
中
 
「
）
 
の
員
数
は
、
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

2
 
前
項
の
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
る
基
準
は
、
次
 
 

の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

者
」
 
と
、
第
百
四
十
三
条
中
 
「
基
準
は
、
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
基
準
は
、
附
則
 
 

さ
れ
る
施
行
規
則
第
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
 
 

第
五
条
第
二
項
の
規
定
あ
る
い
は
」
 
と
、
第
百
四
十
四
条
中
 
「
療
養
室
」
 
と
 
 

員
数
の
合
計
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
入
院
患
者
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
 
 

供
す
べ
き
病
室
に
置
く
べ
き
看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
又
は
介
護
職
員
の
 
 
 

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
 
 

行
規
則
第
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
 
 

数
以
上
の
利
用
者
に
対
し
て
同
時
に
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
て
は
 
 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
 
 

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

一
 
二
 
 
（
略
）
 
 

あ
る
の
は
、
 
「
療
養
室
、
施
行
規
則
附
則
第
二
条
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
 
 
 

項
中
 
「
の
入
院
患
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
¶
又
は
附
則
第
五
条
第
一
項
の
入
院
患
 
 

を
増
す
ご
と
に
山
 
以
上
と
す
る
。
 
 

三
 
機
能
訓
練
を
行
う
た
め
の
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

二
 
食
堂
及
び
浴
室
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

い
る
診
療
所
で
あ
 
 

「
）
 
の
員
数
は
、
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
あ
る
い
は
」
 
と
、
同
条
第
一
 
 

一
人
に
つ
き
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
 
 

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
供
す
べ
き
病
床
の
床
面
積
は
、
利
用
者
 
 

る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
 
 
 

お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
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九
頁
 
 
 



○
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
 
 

き
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
八
条
～
第
二
十
三
条
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）
 
 

第
二
十
四
条
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
の
行
う
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
 
 
 

介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

一
～
五
 
 
 

六
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
は
、
利
用
者
か
ら
の
連
絡
内
容
や
利
用
 
 

者
の
心
身
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
者
 
 

第
七
条
 
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
 
 
 

護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
管
理
上
 
 
 

支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
他
の
職
 
 

第
六
条
 
 

訪
問
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
 
 

護
事
業
所
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
 
 

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
 
 

）
 
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
、
一
体
的
に
運
営
す
る
と
き
は
、
指
定
訪
問
介
 
 

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
 
 

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
日
中
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
 
 

と
い
う
。
）
 
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
を
い
う
。
 
 

タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
 
（
指
 
 

が
利
用
す
る
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
 
 

第
一
〓
早
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 
 

（
略
）
 
 

ヨ
ン
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
 
 

第
八
条
～
第
二
十
三
条
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）
 
 

第
二
十
四
条
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
の
行
う
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
 
 
 

介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
～
五
 
 
 

六
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
は
、
利
用
者
か
ら
の
連
絡
内
容
や
利
用
 
 

者
の
心
身
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
者
 
 

第
七
条
 
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
 
 
 

護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
管
理
上
 
 
 

支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
他
の
職
 
 

第
六
条
 
 

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 
 

が
利
用
す
る
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
 
 

第
二
章
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
華
 
 
 

（
略
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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七
 
 
（
略
）
 
 

第
二
十
五
条
～
第
三
十
条
 
（
略
）
 
 

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）
 
 

第
三
十
一
条
 
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
し
適
切
 
 
 

な
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
 
 
 

問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
 
 
 

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
 
 
 

業
所
ご
と
に
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
 
 
 

に
よ
っ
て
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
及
び
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
 
 
 

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
他
の
指
定
訪
 
 
 

問
介
護
事
業
所
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
 
 
 

介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
 
 

利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
当
該
他
の
指
定
訪
問
介
護
事
業
 
 
 

所
の
同
項
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
員
等
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
三
十
二
条
～
第
六
十
一
条
 
 
（
略
）
 
 

第
四
章
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

第
六
十
二
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
等
）
 
 

第
六
十
三
条
 
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
 
 

劉
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

を
い
う
。
）
 
へ
の
連
絡
を
行
う
等
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
 
 

十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
 
 
 

。
）
 
へ
の
連
絡
を
行
う
等
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

七
 
 
（
略
）
 
 

第
二
十
五
条
～
第
三
十
条
 
（
略
）
 
 

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）
 
 

第
三
十
一
条
 
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
し
適
切
 
 
 

な
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
 
 
 

問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
 
 
 

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
 
 
 

業
所
ご
と
に
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
 
 
 

に
よ
っ
て
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
及
び
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
 
 
 

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
他
の
指
定
訪
 
 

定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
 
 
 

き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
当
該
他
の
 
 
 

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
同
項
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
員
等
に
行
わ
せ
る
こ
 
 
 

と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
三
十
二
条
～
第
六
十
一
条
 
 
（
略
）
 
 

第
四
章
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

第
六
十
二
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
等
）
 
 

第
六
十
三
条
 
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
 
 

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
を
い
う
。
 
 

間
介
護
事
業
所
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
条
第
 
 

第
三
十
七
号
。
 
 

事
業
の
人
員
、
 
 

以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
 
 

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
 
 

）
 
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
 
 

と
い
う
。
）
 
第
六
 
 

一
項
に
規
定
す
る
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指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
 
 
 

う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
 
 
 

業
者
 
（
以
下
 
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
 
 
 

は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
 
 
 

宅
介
護
の
提
供
に
当
た
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
、
常
勤
換
 
 
 

算
方
法
で
、
通
い
サ
ー
ビ
ス
 
（
登
録
者
 
（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 
 

を
利
用
す
る
た
め
に
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
登
録
を
受
 
 
 

け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
 
 
 

所
に
通
わ
せ
て
行
う
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 

の
利
用
者
 
（
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
 
 
 

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
 
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
基
準
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
 
 
 

型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
 
 
 

つ
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
 
 
 

機
能
型
居
宅
介
護
 
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
三
 
 
 

条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
 
 
 

同
じ
。
）
 
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
 
 
 

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
 
 
 

介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
 
 
 

の
条
及
び
第
六
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
 
 
 

す
ご
と
に
一
以
上
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
 
（
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
 
 
 

が
登
録
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
当
該
居
宅
に
お
い
て
行
う
小
規
模
多
機
能
型
 
 
 

居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
提
供
に
当
た
る
小
規
模
多
機
能
型
居
 
 
 

宅
介
護
従
業
者
を
一
以
上
と
す
る
ほ
か
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
 
 
 

て
一
以
上
の
小
捜
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
 
 
 

（
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
に
行
わ
れ
る
勤
務
 
（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
 
を
 
 
 

い
う
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
を
、
一
以
上
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
 
 
 

介
護
従
業
者
に
宿
直
勤
務
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
 
（
略
）
 
 
 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
 
 
 

う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
 
 
 

業
者
 
（
以
下
 
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
 
 
 

は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
 
 
 

宅
介
護
の
提
供
に
当
た
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
、
常
勤
換
 
 
 

算
方
法
で
、
通
い
サ
ー
ビ
ス
 
（
登
録
者
 
（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 
 

を
利
用
す
る
た
め
に
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
登
録
を
受
 
 
 

け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
 
 
 

所
に
通
わ
せ
て
行
う
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 

が
登
録
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
当
該
居
宅
に
お
い
て
行
う
小
規
模
多
機
能
型
 
 
 

の
利
用
者
 
（
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
 
 
 

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
 
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
基
準
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
 
 
 

型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
 
 
 

つ
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
 
 
 

機
能
型
居
宅
介
護
 
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
三
 
 
 

条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
 
 
 

同
じ
。
）
 
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
 
 
 

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
 
 
 

介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
 
 
 

の
条
及
び
第
六
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
 
 
 

す
ご
と
に
一
以
上
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
 
（
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
 
 

居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
提
供
に
当
た
る
小
規
模
多
機
能
型
居
 
 
 

宅
介
護
従
業
者
を
一
以
上
と
す
る
ほ
か
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
 
 
 

て
一
以
上
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
 
 
 

（
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
に
行
わ
れ
る
勤
務
 
（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
 
を
 
 
 

い
う
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
を
、
一
以
上
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
 
 
 

介
護
従
業
者
に
宿
直
勤
務
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
 （
略
）
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第
六
十
七
条
 
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
居
間
、
食
堂
、
 
 
 

台
所
、
宿
泊
室
、
浴
室
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
 
 
 

設
備
そ
の
他
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
 
 

（
登
録
定
員
及
び
利
用
定
員
）
 
 

第
六
十
六
条
 
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
そ
の
登
録
定
員
 
 
 

（
登
録
者
の
数
 
（
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
指
定
介
 
 
 

護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
 
 

、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
 
 
 

能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
 
 
 

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
録
者
の
数
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
者
の
数
の
合
計
数
）
 
 
 

の
上
限
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
二
十
五
人
以
下
と
す
る
。
 
 

機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

6
～
9
 
 
 
（
略
）
 
 

第
六
十
四
条
～
第
六
十
五
条
 
 
（
略
）
 
 

第
三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

2
 
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
内
に
お
 
 

5
 
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
 
（
登
録
者
を
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
 
 
 

宿
泊
さ
せ
て
行
う
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
 
 

二
 
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

ま
で
 
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
 
 

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
ご
と
の
一
日
当
た
り
の
 
 

利
用
者
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 

利
用
者
が
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
利
 
 

備
し
て
い
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
 
 

間
帯
を
通
じ
て
宿
直
勤
務
並
び
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
を
行
う
小
規
模
多
 
 

用
者
に
対
し
て
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
連
絡
体
制
を
整
 
 

い
て
、
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
定
員
 
（
当
該
指
定
小
規
 
 

通
い
サ
ー
ビ
ス
 
 

通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
定
員
の
三
分
の
一
か
ら
九
人
 
 

登
録
定
員
の
二
分
の
一
か
ら
十
五
人
ま
で
 
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
 
 

第
六
十
七
条
 
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
居
間
、
食
堂
、
 
 
 

台
所
、
宿
泊
室
、
浴
室
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
 
 
 

設
備
そ
の
他
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
 
 

（
登
録
定
員
）
 
 

第
六
十
六
条
 
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
そ
の
登
録
定
員
 
 
 

（
登
録
者
の
数
 
（
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
指
定
介
 
 
 

護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
 
 

、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
 
 
 

能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
 
 
 

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
録
者
の
数
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
者
の
数
の
合
計
数
）
 
 
 

の
上
限
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
二
十
五
人
以
下
と
す
る
。
 
 

6
～
9
 
 
 
（
略
）
 
 

第
六
十
四
条
～
第
六
十
五
条
 
 
（
略
）
 
 

第
三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

5
 
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
 
（
登
録
者
を
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
 
 
 

宿
泊
さ
せ
て
行
う
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
 
 

行
う
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
一
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

利
用
者
が
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
夜
 
 

間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
宿
直
勤
務
又
は
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
を
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備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

二
 
宿
泊
室
 
 
 

イ
～
ロ
 
 
（
略
）
 
 
 

ハ
 
イ
及
び
ロ
を
満
た
す
宿
泊
室
 
（
以
下
 
「
個
室
」
 
と
い
う
。
）
 
以
外
の
 
 
 

宿
泊
室
を
設
け
る
場
合
は
、
個
室
以
外
の
宿
泊
室
の
面
積
を
合
計
し
た
 
 

面
積
は
、
 

用
定
員
か
ら
個
室
の
定
員
数
を
減
じ
た
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
と
 
 

す
る
も
の
と
し
、
そ
の
構
造
は
利
用
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
さ
れ
 
 

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

一
 
居
間
及
び
食
堂
 
 

当
な
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

居
間
及
び
食
堂
は
、
 
 機
能
を
十
分
に
発
揮
し
う
る
適
 
 

備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
 
居
間
及
び
食
堂
 
 

イ
 
居
間
及
び
食
堂
は
、
 
 

が
で
き
る
。
 
 
 

宿
泊
室
 
 

イ
～
ロ
 
 
（
略
）
 
 

ハ
 
イ
及
び
ロ
を
満
た
す
宿
泊
室
 
 

ロ
 
イ
に
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

定
員
 
（
登
録
定
員
の
二
分
の
 
 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
 
 

と
す
る
こ
と
。
 
 

用
者
の
数
の
上
限
を
い
う
沌
 
 

定
員
数
を
減
じ
た
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
と
す
る
も
の
と
し
、
そ
 
 

の
構
造
は
利
用
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

範
囲
内
に
お
い
て
指
定
小
規
模
多
機
能
型
 
 

宿
泊
室
を
設
け
る
場
合
は
、
個
室
以
外
の
宿
泊
室
の
面
積
を
合
計
し
た
 
 

面
積
は
、
お
お
む
ね
七
・
四
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
利
 
 

そ
の
合
計
し
た
面
積
は
、
 
 

用
定
員
 
（
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
定
員
の
三
分
の
 
 

一
目
当
た
り
の
利
用
者
の
上
限
を
い
う
。
 
 

居
間
及
び
食
堂
は
、
同
一
の
場
所
と
す
る
こ
と
 
 

そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
広
さ
を
有
す
る
も
の
と
し
、
 
 
 

三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
 
 

護
事
業
者
が
定
め
る
一
目
当
た
り
の
利
 
 

か
ら
十
五
人
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
 
 

（
以
下
 
「
個
室
」
 
と
い
う
。
）
 
以
外
の
 
 

居
宅
介
護
事
業
者
が
定
め
る
 
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
か
ら
個
室
の
 
 

か
ら
九
人
ま
で
の
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○
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
 
 
 

基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

数
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
規
模
に
応
じ
て
常
勤
換
算
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
 
 
 

き
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
六
条
～
第
八
十
六
条
 
 
（
略
）
 
 

第
六
章
 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 

第
一
節
 
基
本
方
針
 
 

第
八
十
七
条
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
 
 
 

理
指
導
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
 
と
い
う
。
）
 
の
事
 
 
 

業
は
、
そ
の
利
用
者
が
可
能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
自
立
し
た
日
常
 
 

第
二
章
 
介
護
予
防
訪
問
介
護
 
 

第
一
節
 
基
本
方
針
 
 

第
四
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
傭
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

第
五
条
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
 
 
 

防
訪
問
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
 
 
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
訪
問
介
 
 
 

護
員
等
 
（
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
提
供
に
当
た
る
介
護
福
祉
士
又
は
法
 
 
 

第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
 
 
 

か
ら
第
五
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
員
数
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
二
 
 
 

・
五
以
上
と
す
る
。
 
 

2
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
所
 
 
 

ご
と
に
、
常
勤
の
訪
問
介
護
員
等
で
あ
っ
て
専
ら
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
 
 
 

の
職
務
に
従
事
す
る
も
の
の
う
ち
事
業
の
規
模
に
応
じ
て
一
人
以
上
の
者
を
 
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
者
の
員
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
六
条
～
第
八
十
六
条
 
 
（
略
）
 
 

第
六
章
 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 

第
一
節
 
基
本
方
針
 
 

第
八
十
七
条
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
 
 
 

理
指
導
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
 
と
い
う
。
）
 
の
事
 
 
 

業
は
、
そ
の
利
用
者
が
可
能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
自
立
し
た
日
常
 
 

第
二
章
 
介
護
予
防
訪
問
介
護
 
 

第
一
節
 
基
本
方
針
 
 

第
四
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

第
五
条
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
 
 
 

防
訪
問
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
 
 
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
訪
問
介
 
 
 

護
員
等
 
（
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
提
供
に
当
た
・
る
介
護
福
祉
士
又
は
法
 
 
 

第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
 
 
 

か
ら
第
五
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
員
数
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
二
 
 
 

・
五
以
上
と
す
る
。
 
 

2
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
所
 
 
 

ご
と
に
、
常
勤
の
訪
問
介
護
員
等
で
あ
っ
て
専
ら
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
 
 
 

の
職
務
に
従
事
す
る
も
の
の
う
ち
事
業
の
規
模
に
応
じ
て
一
人
以
上
の
者
を
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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〇   
科
衛
生
士
が
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
 
 
 

保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
 
 
 

）
 
又
は
管
理
栄
養
士
が
、
通
院
が
困
難
な
利
用
者
に
対
し
て
、
そ
の
居
宅
を
 
 
 

訪
問
し
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
を
把
握
し
、
そ
れ
 
 
 

ら
を
踏
ま
え
て
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
 
 
 

心
身
機
能
の
維
持
回
復
を
図
り
、
も
っ
て
利
用
者
の
生
活
機
能
の
維
持
又
は
 
 
 

向
上
を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

第
八
十
八
条
 
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
 
 

「
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
 
 
 

を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
」
 
と
 
 
 

い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
 
（
以
下
 
「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
 
 
 

導
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
は
、
次
に
掲
げ
る
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
 
 
 

養
管
理
指
導
事
業
所
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
 
 

一
 
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
 
 

イ
 
医
師
又
は
歯
科
医
師
 
 

療
養
管
理
指
導
事
業
所
 
看
護
職
員
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

三
 
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
 
（
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
（
 
 

准
看
護
師
を
い
う
。
 
 

を
行
う
保
健
師
、
 
 

員
 
（
歯
科
衛
生
士
 
 

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
 
 

ロ
 
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
 
そ
の
提
供
 
 

す
る
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
内
容
に
応
じ
た
適
当
数
 
 

二
 
 
（
略
）
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
六
十
条
第
一
項
に
い
う
指
定
訪
問
者
護
ス
 
 

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
居
宅
 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
 
及
び
指
定
介
護
予
防
訪
問
者
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
除
 
 

が
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
 
 

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
歯
科
衛
生
士
 
（
歯
 
 

い
た
保
健
師
、
看
護
師
又
は
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

第
八
十
八
条
 
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
を
行
う
者
 
（
以
下
 
 
 

「
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
業
 
 
 

を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
」
 
と
 
 
 

い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
 
（
以
下
 
「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
 
 
 

導
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
は
、
次
に
掲
げ
る
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
 
 
 

養
管
理
指
導
事
業
所
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
 
 

一
 
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
 
 

イ
 
医
師
又
は
歯
科
医
師
 
 

口
 
薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
 
そ
の
提
供
す
る
指
定
介
 
 

護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
内
容
に
応
じ
た
適
当
数
 
 
 

二
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
歯
科
衛
 
 

生
士
 
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
 
 

の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
 
 

て
同
じ
。
）
 
又
は
管
理
栄
養
士
が
、
通
院
が
困
難
な
利
用
者
に
対
し
て
、
そ
 
 

の
居
宅
を
訪
問
し
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
を
把
握
 
 

し
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
 
 

利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
回
復
を
図
り
、
も
っ
て
利
用
者
の
生
活
機
能
の
 
 

維
持
又
は
向
上
を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
九
十
六
条
～
第
百
十
五
条
 
（
庵
）
 
 

第
八
草
 
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

第
百
十
六
条
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

所
、
薬
局
又
は
指
定
訪
問
着
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
で
あ
っ
て
、
指
定
介
護
予
 
 
 

防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
の
運
営
に
必
要
な
広
さ
を
有
し
て
い
る
ほ
か
 
 

、
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
 
 
 

を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

第
八
十
九
条
～
第
九
十
四
条
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
方
針
）
 
 

第
九
十
五
条
 
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
行
う
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
 
 
 

導
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

一
～
七
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

第
三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

第
八
十
九
条
 
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
は
、
病
院
、
診
療
 
 

3
 
看
護
職
員
の
行
う
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
方
針
は
、
次
に
 
 

三
 
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
 
 

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

二
 
指
定
介
護
予
防
居
宅
 
 

管
理
指
導
の
内
容
に
つ
い
て
、
 
 

医
師
又
 
 

寧
に
行
う
こ
と
を
旨
と
し
、
 
 

要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
 
 

と
。
 
 

防
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
 
 

な
情
報
提
供
並
び
 
 

こ
と
。
 
 

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
 
 

は
介
護
予
防
支
援
事
業
者
等
に
 
 

に
利
用
者
に
対
す
る
療
養
上
の
相
談
及
び
支
援
を
行
う
 
 

療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
懇
切
丁
 
 
 

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
療
養
上
必
 
 

速
や
か
に
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
 
 

提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
 
 

い
よ
う
に
指
導
又
は
助
言
を
行
う
こ
 
 

報
告
す
る
こ
と
。
 
 

ス
計
画
の
作
成
等
に
必
要
 
 

て
は
、
介
護
予
 
 

第
九
十
六
条
～
第
百
十
五
条
 
（
略
）
 
 

第
八
章
 
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

第
百
十
六
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

所
又
は
薬
局
で
あ
っ
て
、
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
の
運
 
 
 

営
に
必
要
な
広
さ
を
有
し
て
い
る
ほ
か
、
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
 
 
 

導
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
 
 
 

ら
な
い
。
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

第
八
十
九
条
～
第
九
十
四
条
 
 
（
略
）
 
 

（
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
方
針
）
 
 

第
九
十
五
条
 
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
行
う
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
 
 
 

導
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
～
七
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

第
三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

第
八
十
九
条
 
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
は
、
病
院
、
診
療
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第
百
十
七
条
 
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
を
行
う
者
 
 
 

（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
が
、
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
 
 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
適
所
 
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
 
（
以
下
 
「
介
護
予
防
適
所
 
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
 
 
 

す
る
。
 
 
 

一
 
（
略
）
 
 

一
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
土
又
は
看
護
師
若
し
 
 

く
は
准
看
護
師
 
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
 
「
看
護
職
員
」
 
と
い
う
。
）
 
若
 
 

し
く
は
介
護
職
員
 
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
 
 

れ
る
数
 
 

イ
 
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

専
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
 
 
 

護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
の
数
が
一
以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
 
 

行
う
時
間
帯
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
提
供
時
間
」
 
と
い
う
。
）
 
を
 
 

護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
と
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
 
 

者
を
い
う
。
 
 

者
 
（
当
該
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
 
 

次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
数
が
十
人
以
下
の
場
合
は
、
そ
の
提
供
を
 
 

適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
事
業
と
が
同
 
 

1
シ
ョ
ン
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
条
に
規
定
す
る
指
定
 
 

適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

又
は
、
利
用
者
の
数
が
十
人
を
超
え
る
場
合
は
、
提
供
時
間
を
通
じ
て
 
 

に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
 
 

又
は
措
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
節
及
び
 
 

当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
 
 

条
第
〟
項
に
規
定
す
る
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
 
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
 
 

ヨ
ン
事
業
者
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
 
 

ヨ
ン
の
単
位
ご
と
に
、
利
用
 
 

ヨ
ン
事
業
者
が
指
定
 
 

第
百
十
七
条
 
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
を
行
う
者
 
 
 

（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
が
、
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
 
 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
適
所
 
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
 
（
以
下
 
「
介
護
予
防
適
所
 
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
 
 
 

す
る
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 
 

二
 
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
師
若
し
 
 

く
は
准
看
護
師
 
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
 
「
看
護
職
員
」
 
と
い
う
。
）
 
若
 
 

し
く
は
介
護
職
員
 
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
 
 

れ
る
数
 
 

イ
 
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
単
位
 
 

的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
 
ご
と
に
、
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
 
 

第
百
十
条
に
規
定
す
る
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
 
 

業
と
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
 
 
 

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一
条
第
血
項
に
規
定
す
る
指
定
適
所
 
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職
員
若
 
 

ら
当
該
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
 
 

利
用
者
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
に
対
し
て
一
体
 
 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
 
 

せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
指
定
を
併
 
 

同
時
に
二
十
人
以
下
の
利
用
者
 
（
当
該
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
 
 

し
く
は
介
護
職
員
が
二
以
上
確
保
さ
れ
る
こ
と
。
 
 

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
 
 

下
同
じ
。
）
 
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
 
 

テ
！
シ
ョ
ン
事
業
者
が
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
 
（
指
 
 

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
提
供
時
間
帯
」
 
と
い
う
。
）
 
を
通
じ
て
専
 
 

（
そ
の
提
供
が
 
 四  
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除
し
た
数
以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

二
 
 
（
略
）
 
 

3
・
4
 
 
 （
略
）
 
 

第
百
十
八
条
～
第
百
八
十
五
条
 
 

第
十
章
 
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

第
百
八
十
六
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

第
百
八
十
七
条
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
 
 
 

下
 
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
 
 
 

業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
」
 
 
 

と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
 
 

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
診
療
所
で
あ
る
場
 
 

創
周
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
。
 
 

一
 
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
単
位
ご
と
に
、
利
用
者
 
 

業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
が
 
 

護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
 
 
 

語
聴
覚
土
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
が
、
 
 

場
合
は
、
提
供
時
間
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
 
 
 

の
数
が
十
人
以
下
の
場
合
は
、
提
供
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
介
 
 

ロ
 
イ
に
掲
げ
る
人
員
の
う
ち
専
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
 
 

若
し
く
は
介
護
職
員
が
、
 
 

れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
土
が
、
利
用
者
が
百
 
 

人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
又
は
、
利
用
者
の
数
が
十
人
を
超
え
る
 
 

る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職
員
 
 
 

利
用
者
の
数
を
十
で
除
し
た
数
以
上
確
保
さ
 
 

利
用
者
の
数
を
十
で
 
 

．
1
 
▲
‖
■
1
．
1
－
 
 

二
 
 
（
略
）
 
 

3
・
4
 
 
 （
略
）
 
 

第
百
十
八
条
～
第
百
八
十
五
条
 
 

第
十
章
 
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

第
百
八
十
六
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

第
百
八
十
七
条
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
 
 
 

下
 
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
当
該
事
 
 
 

業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
」
 
 
 

と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
 
 
 

2
 
 

の
利
用
者
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
単
位
と
す
る
場
合
に
あ
っ
 
 

て
l
嘲
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
。
 
 

－
1
・
1
一
積
り
．
よ
r
J
d
1
¶
高
甘
、
・
寸
 
 

指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
が
同
時
に
十
人
以
下
 
 

看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
が
一
以
上
確
保
さ
れ
る
こ
と
。
 
 

提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
 
 

間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
 
 

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
診
療
所
で
あ
っ
て
 
 

ロ
 
イ
に
掲
げ
る
人
員
の
う
ち
専
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
 
 

指
定
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
単
位
ご
と
に
、
提
供
時
 
 

聴
覚
士
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
〇
・
二
以
上
確
保
さ
れ
る
こ
と
。
 
 

テ
ー
シ
ョ
 
 ン
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
 
 

r
L
烏
L
潤
ド
漕
い
∴
l
諭
r
も
▲
．
 
 

1
薄
h
n
l
ハ
M
ノ
属
名
H
ノ
l
藩
r
も
l
・
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2
 
 
（
略
）
 
 

第
三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

第
百
八
十
八
条
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
 
 
 

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
 
二
 
 
（
略
）
 
 
 

三
 
療
養
病
床
 
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
を
 
 

有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
 
 

業
所
に
あ
っ
て
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
 
 

診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

2
 
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
該
当
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
 
 
 

護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
設
備
そ
の
他
 
 
 

の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
四
節
 
運
営
に
関
す
る
基
準
 
 

四
 
診
療
所
 
 

に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
 
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
 
と
い
 
 

う
。
）
 
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

四
 
診
療
所
 
 

防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
 
 

す
る
こ
と
。
 
 

防
短
期
入
 
 

イ
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
供
す
る
病
室
の
床
面
積
は
 
 

三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
 
 

入
所
療
養
介
護
を
提
供
す
る
病
室
に
置
く
べ
 
 

の
員
数
の
合
計
は
、
 
 

ロ
 
食
堂
及
び
浴
室
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

ハ
 
機
能
訓
練
を
行
う
た
め
の
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

利
用
者
一
人
に
つ
き
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。
 
 

所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
 
 

（
療
養
病
床
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
で
あ
る
指
定
介
護
予
 
 

（
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
 
 

常
勤
換
算
方
法
で
、
 
 

以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
 
 
 

利
用
者
及
び
入
院
患
者
の
数
が
 
 

き
看
護
職
貝
又
は
介
護
職
員
 
 

）
 
で
あ
る
指
定
介
護
予
 
 

第
百
八
十
八
条
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
 
 
 

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 
 

【
 
二
 
 
（
略
）
 
 
 

三
 
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
 
 

所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
 
 

す
る
病
院
又
は
診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す
 
 

る
。
 
 

2
 
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
 
 
 

あ
っ
て
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
 
 
 

に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

第
四
節
 
運
営
に
関
す
る
基
準
 
 

に
当
た
る
従
業
者
 
（
以
下
 
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
 
と
い
 
 

う
。
）
 
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

（
略
）
 
 
 第

三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
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第
五
条
 
削
除
 
 

者
数
 
 

第
百
九
十
四
条
～
第
二
百
九
十
一
条
 
∴
略
）
 
 

附
則
 
 

第
一
条
～
第
四
条
 
 
（
略
）
 
 

に
係
る
病
室
、
診
療
所
の
措
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
供
す
る
 
 
 

l
 樹

室
又
は
病
院
の
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
 
 
 

平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下
 
「
令
」
 
と
い
う
。
）
 
第
四
条
第
二
項
 
 
 

に
規
定
す
る
病
床
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
お
 
 
 

い
て
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
百
九
十
条
～
第
百
九
十
二
条
 
 
（
略
）
 
 

（
定
員
の
遵
守
）
 
 

第
百
九
十
三
条
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
・
次
に
掲
げ
 
 
 

る
利
用
者
数
以
上
の
利
用
者
に
対
し
て
同
時
に
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
 
 
 

得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

一
 
二
 
 
（
略
）
 
 

（
対
象
者
）
 
 

第
百
八
十
九
条
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
の
 
 
 

心
身
の
状
況
若
し
く
は
病
状
に
よ
り
、
若
し
く
は
そ
の
家
族
の
疾
病
、
冠
婚
 
 
 

葬
祭
、
出
張
等
の
理
由
に
よ
り
、
一
時
的
に
入
所
し
て
看
護
、
医
学
的
管
理
 
 
 

の
下
に
お
け
る
介
護
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
等
を
受
け
る
必
要
 
 
 

が
あ
る
者
を
対
象
に
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
療
養
室
、
病
院
の
療
養
病
床
 
 

三
 
診
療
所
 
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
 
 

介
護
を
提
供
す
る
病
床
数
及
び
病
室
 
 

期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
つ
 
 
て
は
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
 
 
 

の
定
員
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
利
用
 
 

）
 
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
 
 

第
五
条
 
 

第
百
九
十
四
条
～
第
二
百
九
十
一
条
 
 
（
略
）
 
 

附
則
 
 

第
一
条
～
第
四
条
 
 
（
略
）
 
 
 

第
百
九
十
三
条
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
 
 
 

る
利
用
者
数
以
上
の
利
用
者
に
対
し
て
同
時
に
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
 
 
 

得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

一
 
二
 
 
（
略
）
 
 

す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
宙
九
十
条
～
第
百
九
十
二
条
 
 

（
定
員
の
遵
守
）
 
 

（
対
象
者
）
 
 

第
百
八
十
九
条
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
の
 
 
 

心
身
の
状
況
若
し
く
は
病
状
に
よ
り
、
若
し
く
は
そ
の
家
族
の
疾
病
、
冠
婚
 
 
 

葬
祭
、
出
張
等
の
理
由
に
よ
り
、
一
時
的
に
入
所
し
て
看
護
、
医
学
的
管
理
 
 
 

の
下
に
お
け
る
介
護
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
等
を
受
け
る
必
要
 
 

指
定
介
護
予
防
短
期
入
 
 

適
合
し
 
 

に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
 
 

が
あ
る
者
を
対
象
に
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
療
養
室
、
病
院
若
し
く
は
診
 
 

樹
耐
の
療
養
病
床
に
係
る
病
室
又
は
病
院
の
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
 
 

（
介
護
保
険
法
施
行
令
 
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下
 
「
令
」
 
と
 
 

い
う
。
）
 
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
を
い
 
 

う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
お
い
て
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
提
供
 
 

施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
施
 
 

て
い
る
診
療
所
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
 
 
 

一
十
二
条
の
十
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
 
 

所
療
養
介
護
を
提
供
す
べ
き
病
室
に
置
く
べ
き
看
護
 
 

（
略
）
 
 

入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
お
け
る
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○
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
 
 
 

援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

第
三
章
 
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
等
）
 
 

第
四
十
四
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
 
 

（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
 
 
 

居
宅
介
護
事
碧
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
小
規
模
 
 
 

多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
 
（
以
下
 
「
介
護
予
防
小
規
模
 
 
 

多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
 
 
 

時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
 
 
 

供
に
当
た
る
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
、
常
勤
換
算
 
 
 

方
法
で
、
通
い
サ
ー
ビ
ス
 
（
登
録
者
 
（
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
 
 
 

宅
介
護
を
利
用
す
る
た
め
に
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
 
 
 

業
所
に
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
指
定
介
護
予
防
小
規
 
 
 

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
通
わ
せ
て
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
 
 
 

型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
利
用
者
 
（
当
該
指
定
介
護
予
防
小
 
 
 

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
 
 
 

者
 
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
 
 
 

定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
指
定
を
 
 
 

併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
 
 
 

と
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
 
 
 

六
十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
 
 
 

じ
。
）
 
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
叫
体
的
に
連
帯
さ
れ
て
い
る
 
 

第
三
章
 
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

第
二
節
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
等
）
 
 

第
四
十
四
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
を
行
う
者
 
 
 

（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
 
 
 

居
宅
介
護
事
業
所
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
小
規
模
 
 
 

多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
 
（
以
下
 
「
介
護
予
防
小
規
模
 
 
 

多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
員
数
は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
 
 
 

時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
 
 
 

供
に
当
た
る
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
、
常
勤
換
算
 
 
 

方
法
で
、
通
い
サ
ー
ビ
ス
 
（
登
録
者
 
（
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
 
 
 

宅
介
護
を
利
用
す
る
た
め
に
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
 
 
 

業
所
に
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
指
定
介
護
予
防
小
規
 
 
 

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
通
わ
せ
て
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
 
 
 

型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
エ
。
）
 
の
利
用
者
 
（
当
該
指
定
介
護
予
防
小
 
 
 

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
 
 
 

者
 
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
 
 
 

定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
指
定
を
 
 
 

併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
 
 
 

と
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
 
 
 

六
十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
 
 
 

じ
。
）
 
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
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（
登
録
定
員
及
び
利
用
定
員
）
 
 

第
四
十
七
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
そ
の
 
 
 

登
録
定
員
 
（
登
録
者
の
数
 
（
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
 
 
 

護
事
業
者
が
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
 
 
 

け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
指
定
小
 
 
 

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
 
 
 

務
を
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
か
な
い
こ
と
 
 
 

が
で
き
る
。
 
 

6
～
9
 
 
 
（
略
）
 
 

第
四
十
五
条
・
第
四
十
六
条
 
 
（
略
）
 
 

第
三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
 
 
 

型
居
宅
介
護
又
は
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
 
 
 

条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
 
 
 

ご
と
に
一
以
上
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
 
（
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 
 

従
業
者
が
登
録
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
当
該
居
宅
に
お
い
て
行
う
介
護
予
防
 
 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
提
供
に
当
た
る
介
 
 
 

護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
一
以
上
と
す
る
ほ
か
、
夜
間
 
 
 

及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
一
以
上
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
 
 
 

介
護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
 
（
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
に
行
わ
 
 
 

れ
る
勤
務
 
（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
 
を
い
う
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 
 

を
、
一
以
上
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
に
宿
直
勤
務
 
 
 

を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 

5
 
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
 
（
登
録
者
を
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 
 

事
業
所
に
宿
泊
さ
せ
て
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
 
 

。
以
下
同
じ
。
）
 
の
利
用
者
が
い
な
い
場
合
で
あ
つ
 
 

時
間
帯
を
通
じ
 
 

要
な
連
絡
体
制
を
整
備
し
て
い
る
と
き
は
、
 
 

夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
宿
直
勤
務
又
は
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
 
 

て
利
用
者
に
対
し
て
訪
問
サ
ー
ビ
ス
 
 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
 
 

を
提
供
す
る
た
め
に
必
 
 

て
、
夜
間
及
び
深
夜
の
 
 

6
～
9
 
 
 （
略
）
 
 

第
四
十
五
条
・
第
四
十
六
条
 
 
（
略
）
 
 

第
三
節
 
設
備
に
関
す
る
基
準
 
 

（
登
録
定
員
）
 
 

第
四
十
七
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
そ
の
 
 
 

登
録
定
員
 
（
登
録
者
の
数
 
（
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
 
 
 

護
事
業
者
が
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
 
 
 

け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
指
定
小
 
 
 

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
 
 

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
 
 
 

型
居
宅
介
護
又
は
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
 
 
 

条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
 
 
 

ご
と
に
一
以
上
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
 
（
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 
 

従
業
者
が
登
録
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
当
該
居
宅
に
お
い
て
行
う
介
護
予
防
 
 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
提
供
に
当
た
る
介
 
 
 

護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
一
以
上
と
す
る
ほ
か
、
夜
間
 
 
 

及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
一
以
上
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
 
 
 

介
護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
 
（
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
に
行
わ
 
 
 

れ
る
勤
務
 
（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
 
を
い
う
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 
 

を
、
一
以
上
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
に
宿
直
勤
務
 
 
 

を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 

5
 
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
 
（
登
録
者
を
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 
 

事
業
所
に
宿
泊
さ
せ
て
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
 
 

∪
 
以
下
同
じ
。
）
 
の
利
用
者
が
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
 
 

に
か
か
わ
ら
ず
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
宿
直
勤
務
又
は
夜
間
 
 

及
び
深
夜
の
勤
務
を
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
 
 

一
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
四
十
八
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
居
間
 
 

、
食
堂
、
台
所
、
宿
泊
室
、
浴
室
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
 
 
 

て
必
要
な
設
備
そ
の
他
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
 
 
 

に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

2
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
範
 
 

二
 
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

．
 
 

封
d
 
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
 
 

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
ご
 
 

と
の
一
日
当
た
り
の
利
用
者
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
定
め
 
 

園
内
に
お
い
て
、
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
定
員
 
（
当
該
 
 

運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
録
者
の
数
及
び
指
定
地
域
密
着
型
 
 

サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
者
の
数
の
合
計
数
）
 
 

の
上
限
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
二
十
五
人
以
下
と
す
る
。
 
 

二
 
宿
泊
室
 
 
 

イ
～
ロ
 
 
（
略
）
 
 
 

ハ
 
イ
及
び
ロ
を
満
た
す
宿
泊
室
 
（
以
下
 
「
個
室
」
 
と
い
う
。
）
 
以
外
の
 
 

宿
泊
室
を
設
け
る
場
合
は
、
個
室
以
外
の
宿
泊
室
の
面
積
を
合
計
し
た
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
居
間
及
び
食
堂
 
居
間
及
び
食
堂
は
、
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
う
る
適
 
 

一
 
通
い
サ
ー
ビ
ス
 
 

当
な
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
定
員
の
三
分
の
一
か
ら
九
人
 
 

登
録
定
員
の
二
分
の
一
か
ら
十
五
人
ま
で
 
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
 
 

第
四
十
八
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
居
間
 
 

、
食
堂
、
台
所
、
宿
泊
室
、
浴
室
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
 
 
 

て
必
要
な
設
備
そ
の
他
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
 
 
 

に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
録
者
の
数
及
び
指
定
地
域
密
着
型
 
 

サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
者
の
数
の
合
計
数
）
 
 

の
上
限
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
二
十
五
人
以
下
と
す
る
。
 
 

が
で
き
る
。
 
 

二
 
宿
泊
室
 
 
 

イ
～
ロ
 
 
（
略
）
 
 
 

ハ
 
イ
及
び
ロ
を
満
た
す
宿
泊
室
 
（
以
下
 
「
個
室
」
 
と
い
う
。
）
 
以
外
の
 
 

宿
泊
室
を
設
け
る
場
合
は
、
個
室
以
外
の
宿
泊
室
の
面
積
を
合
計
し
た
 
 

一
 
居
間
及
び
食
堂
 
 

イ
 
居
間
及
び
食
堂
は
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
広
さ
を
有
す
る
も
の
と
し
、
 
 

ロ
 
イ
に
か
か
わ
ら
ず
、
居
間
及
び
食
堂
は
、
同
一
の
場
所
と
す
る
こ
と
 
 

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
定
め
る
一
日
当
 
 

定
員
 
（
登
録
定
員
の
二
分
の
一
か
ら
十
五
人
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
 
 
 

た
り
の
利
用
者
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
乗
じ
て
得
た
 
 

面
積
以
上
と
す
る
こ
と
。
 
 

そ
の
合
計
し
た
面
積
は
、
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
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○
 
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
 
 

第
二
章
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 
 

第
二
条
 
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
 
「
法
」
 
と
い
 
 
 

う
。
）
 
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
置
く
べ
 
 
 

き
医
師
、
看
護
師
、
介
護
支
援
専
門
員
及
び
介
護
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
 
 
 

る
従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

所
者
の
数
を
百
で
除
し
て
得
た
数
以
上
 
 
 

六
～
八
 
 
（
略
）
 
 

2
～
7
 
 
 
（
略
）
 
 

四
 
支
援
相
談
員
 
一
以
上
 
（
入
所
者
の
数
が
百
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
 
 
 

は
、
常
勤
の
支
援
相
談
員
一
名
に
加
え
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
百
を
超
え
 
 

る
部
分
を
百
で
除
し
て
得
た
数
以
上
。
）
 
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
 
常
勤
換
算
方
法
で
入
 
 

第
二
章
 
人
員
に
関
す
る
基
準
 
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 
 

第
二
条
 
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
 
「
法
」
 
と
い
 
 
 

う
。
）
 
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
置
く
べ
 
 
 

き
医
師
、
看
護
師
、
介
護
支
援
専
門
員
及
び
介
護
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
 
 
 

る
従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

五
 
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
 
常
勤
換
算
方
法
で
入
所
者
の
数
を
百
 
 

で
除
し
て
得
た
数
以
上
 
 

六
～
八
 
 
（
略
）
 
 

2
～
7
 
 
 
（
略
）
 
 

四
 
支
援
相
談
員
 
入
所
者
の
数
が
百
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
 
 
 

H
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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